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1 項 14 行 

１ 基本的な事項 

（１）市の概況 

ア 市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

（ア） 自然的条件 

（略） 

また、西海型気候で年間平均気温が約１７．２度、年間降水量が１，８

３９ミリメートル（平成３０年気象庁ホームページ）、一部の地域において

は無霜地帯を形成する等、年間を通して比較的温暖な気候を有している。 

１ 基本的な事項 

（１）市の概況 

ア 市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

（ア） 自然的条件 

（略） 

また、西海型気候で年間平均気温が約１６．９度、年間降水量が２，２

４７ミリメートル（平成２７年松島観測所）、一部の地域においては無霜地

帯を形成する等、年間を通して比較的温暖な気候を有している。 

気候情報

の更新

1 項 27 行 

（イ）歴史的条件 

（略） 

永禄９年（１５６６年）には、キリスト教が天草にもたらされ、キリシ

タン大名の小西行長が天草を治める頃には、天草において、キリスト教は

全盛を迎えていた。関ヶ原の戦い後、小西行長が敗れると、その後領主と

なった寺沢氏はキリシタンの弾圧を開始した。過酷な取立てに耐えかねた

領民は、寛永１４年（１６３７年）に天草・島原一揆を起こしたが、幕府

に制圧された。乱後、天草は江戸幕府の直轄地となり、１０組８６村に区

画され、富岡代官所で統轄した。これと同時に、行政機関として、各組に

大庄屋、各村に庄屋、年寄、百姓代を設けた。 

（イ）歴史的条件 

（略） 

永禄９年（１５６６年）には、キリスト教が天草にもたらされ、キリシ

タン大名の小西行長が天草を治める頃には、天草において、キリスト教は

全盛を迎えていた。関ヶ原の戦い後、小西行長が敗れると、江戸幕府は過

酷な税の取立てとキリシタンの弾圧を開始した。過酷な取立てに耐えかね

た領民は、寛永１４年（１６３７年）に天草・島原の乱を起こしたが、幕

府に制圧された。乱後、天草は江戸幕府の直轄地となり、１０組８６村に

区画され、富岡代官所で統轄した。これと同時に、行政機関として、各組

に大庄屋、各村に庄屋、年寄、百姓代を設けた。 

文言の修

正



（略） （略） 

2 項 15 行 

（ウ）社会的条件 

（略） 

これまでに、熊本天草幹線道路（地域高規格道路）が一部供用開始した

ことで、熊本市と天草市とを９０分で結ぶ構想が 着実に

進んでいることから、自動車交通による人の交流及び物流の円滑化が図ら

れている 

（略） 

（ウ）社会的条件 

（略） 

平成１４年及び平成３０年には、熊本天草幹線道路（地域高規格道路）

が一部供用開始したことで、熊本市と天草市とを９０分で結ぶ構想が徐々

にではあるが着実に進んでいることから、自動車交通による人の交流及び

物流の円滑化が図られている 

（略） 

交通に係

る現況の

更新

3 項 10 行 

イ 市における過疎の状況（人口等の動向、これまでの過疎法に基づくも

のを含めた対策、現在の課題、今後の見通し） 

当市の人口は、昭和３５年国勢調査の５１，４３９人をピークに年々減

少の一途をたどり、特に昭和３０年代後半から４０年代にかけて、高度経

済成長下における都市部への急激な人口流出が続き過疎化が起こった。昭

和５０年代以降には、人口減少の度合いは鈍化したものの、依然として若

年層の流出は進み、令和２年国勢調査では２４，５６３人となっている。 

また、人口減少と併せて高齢化も進行しており、令和２年国勢調査では

高齢化率が４２．０パーセントであり、県内市町村平均３１．４パーセン

トに対し、１０．６ポイントも上回っている。

このような状況の中、当市は、合併以前の各旧町時代からこれまで過疎

地域対策緊急措置法（昭和４５年度～昭和５４年度）、過疎地域振興特別措

置法（昭和５５年度～平成元年度）、過疎地域活性化特別措置法（平成２年

度～平成１１年度）、過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年度～令和２

年度）及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年度

～令和１２年度）の適用を受け、これらの法に基づく計画をはじめ、各種

計画に基づき、産業の振興、交通・通信体系の整備、生活環境の整備、医

療・福祉の向上、教育の振興等の各分野において様々な施策に取り組んで

イ 市における過疎の状況（人口等の動向、これまでの過疎法に基づくも

のを含めた対策、現在の課題、今後の見通し） 

当市の人口は、昭和３５年国勢調査の５１，４３９人をピークに年々減

少の一途をたどり、特に昭和３０年代後半から４０年代にかけて、高度経

済成長下における都市部への急激な人口流出が続き過疎化が起こった。昭

和５０年代以降には、人口減少の度合いは鈍化したものの、依然として若

年層の流出は進み、平成２７年国勢調査では２７，００６人となっている。

また、人口減少と併せて高齢化も進行しており、平成２７年国勢調査で

は高齢化率が３７．５パーセントであり、県内市町村平均２８．８パーセ

ントに対し、８．７ポイントも上回っている。

このような状況の中、当市は、合併以前の各旧町時代からこれまで過疎

地域対策緊急措置法（昭和４５年度～昭和５４年度）、過疎地域振興特別措

置法（昭和５５年度～平成元年度）、過疎地域活性化特別措置法（平成２年

度～平成１１年度）及び過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年度～令

和２年度）の適用を受け、これらの法に基づく計画をはじめ、各種計画に

基づき、産業の振興、交通・通信体系の整備、生活環境の整備、医療・福

祉の向上、教育の振興等の各分野において様々な施策に取り組んできたと

ころである。 

国勢調査

数値（人

口・高齢

化率）及

び適用法

の更新 



3 項 26 行 

きたところである。 

（略） 

このことから、引き続き過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法に基づき、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等

を活用した地域活力の向上が実現するよう計画を策定し、全力を挙げて取

り組むことが重要である。 

（略） 

このことから、新法である過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法（令和３年度～令和１２年度）に基づき、過疎地域における持続可能

な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の向上が実現するよ

う計画を策定し、全力を挙げて取り組むことが重要である。 

文言の修

正

4 項 4 行 

ウ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、社会経済的発展の方向の

概要 

（ア）産業構造の変化 

当市の産業構造は、昭和３５年国勢調査では第一次産業が全体の５８．

７パーセントを占め突出していたが、農林水産物等の価格低迷、産地間競

争の激化等、農業・漁業を取り巻く環境は厳しく、また、収益性の低さ、

若年層の市外流出等による担い手不足や高齢化の問題を抱え、令和２年国

勢調査では１２．０パーセントまで落ち込んでいる。 

一方、第三次産業については、昭和３５年国勢調査では３０．０パーセ

ントであったが、令和２年国勢調査では６７．２パーセントにまで増加し

ており、これは昭和４１年の天草五橋開通後、人の交流及び物流の円滑化

が図られ、当市が有する地域資源を活用した観光業が盛んに行われるよう

になったことが要因の一つに考えられる。 

ウ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、社会経済的発展の方向の

概要 

（ア）産業構造の変化 

当市の産業構造は、昭和３５年国勢調査では第一次産業が全体の５８．

７パーセントを占め突出していたが、農林水産物等の価格低迷、産地間競

争の激化等、農業・漁業を取り巻く環境は厳しく、また、収益性の低さ、

若年層の市外流出等による担い手不足や高齢化の問題を抱え、平成２７年

国勢調査では１２．９パーセントまで落ち込んでいる。 

一方、第三次産業については、昭和３５年国勢調査では３０．０パーセ

ントであったが、平成２７年国勢調査では６６．１パーセントにまで増加

しており、これは昭和４１年の天草五橋開通後、人の交流及び物流の円滑

化が図られ、当市が有する地域資源を活用した観光業が盛んに行われるよ

うになったことが要因の一つに考えられる。 

国勢調査

数値（産

業別就業

人 口 比

率）の更

新

5 項 8 行 

（２）人口及び産業の推移と動向 

ア 人口の推移と動向 

当市の人口は、表１－１（１）で見られるように減少が続いており、昭

和５５年の４０，６８２人に対し、令和２年には２４，５６３人と３９．

６パーセント減少している。 

年齢構成比率は、年少人口（０～１４歳）比率は昭和５５年では２４．

１パーセントであったものが令和２年には１０．３パーセントと大きく減

（２）人口及び産業の推移と動向 

ア 人口の推移と動向 

当市の人口は、表１－１（１）で見られるように減少が続いており、昭

和３５年の５１，４３９人に対し、平成２７年には２７，００６人と４７.

５パーセント減少している。 

年齢構成比率は、年少人口（０～１４歳）比率は昭和３５年では３９．

１パーセントであったものが平成２７年には１１．１パーセントと大きく

国勢調査

数値（人

口・年齢

構 成 比

率）の更



少している。生産年齢人口（１５～６４歳）比率は昭和５５年が６１．７

パーセント、令和２年が４７．４パーセントと減少している。一方、高齢

者人口（６５歳以上）比率は昭和５５年の１４．２パーセントから令和２

年が４２．０パーセントへと大きく増加している。 

（略） 

減少している。生産年齢人口（１５～６４歳）比率は昭和３５年が５２．

９パーセント、平成２７年が５１．３パーセントと微減している。一方、

高齢者人口（６５歳以上）比率は昭和３５年８．１パーセントから平成２

７年３７．５パーセントへと大きく増加している。 

（略） 

新



5 項 21 行 表１-１（１）人口の推移（国勢調査（総数は年齢不詳者数を含む）） 

区分 

昭和

55年
平成 2年 平成 17 年 平成 27 年 令和 2年 

実数 実数
増減

率 
実数

増減

率 
実数

増減

率 
実数

増減

率

総数 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

40,6

82

38,3

16

△

5.8

32,5

02

△

15.2

27,0

06

△

16.9

24,5

63

△

9.0

0歳～14歳
9,79

9

7,75

0

△

20.9

4,60

5

△

40.9

2,99

3

△

35.0

2,54

1

△

15.1

15 歳～64

歳 

25,0

91

23,4

24

△

6.6

17,9

93

△

23.2

13,8

49

△

23.0

11,6

53

△

15.9

うち 

6,56

9

5,62

6

△

14.4

3,73

2

△

33.7

2,44

3

△

34.5

2,02

1

△

17.3

15 歳～

29 歳

(a) 

65 歳以上 5,79

2

7,13

0
23.1

9,89

8
38.8

10,1

27
2.3

10,3

21
1.9

(b) 

(a)/総数 % %   % %   %

若年者比

率 
16.1 14.7 - 11.5 - 9.0 - 8.2 -

(b)/総数 % %   % %   %

老年者比

率 
14.2 18.6 - 30.5 - 37.5 - 42.0 -

表１-１（１）人口の推移（国勢調査 ） 

区分 

昭和

35年
昭和 50 年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年

実数 実数
増減

率 
実数

増減

率 
実数

増減

率 
実数

増減

率

総数 

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

51,4

39

41,5

41

△

19.3

38,3

16

△

7.8

32,5

02

△

15.2

27,0

06

△

16.9 

0歳～14歳
20,0

89

10,9

60

△

45.4

7,75

0

△

29.3

4,60

5

△

40.9

2,99

3

△

35.0

15 歳～64

歳 

27,1

86

25,2

92

△

7.0 

23,4

24

△

7.4 

17,9

93

△

23.2 

13,8

49

△

23.0 

うち 

7,96

2

8,14

0
2.2

5,62

6

△

29.3

3,73

2

△

33.7

2,44

3

△

34.5

15 歳～

29 歳

(a) 

65 歳以上 4,16

4

5,28

9
27

7,13

0
34.8

9,89

8
38.8

10,1

27
2.3

(b) 

(a)/総数 % %   % %   %

若年者比

率 
18 19.2 - 14.7 - 11.5 - 9 -

(b)/総数 % %   % %   %

老年者比

率 
8.1 12.7 - 18.6 - 30.5 - 37.5 -

注釈の追

加及び国

勢調査数

値（年齢

別人口・

年齢構成

比率）の

更新



7 項 7 行 

イ 産業 

（略） 

産業別就業人口比率は表１－１（３）のとおり、第一次産業は昭和３５

年には全体の５０パーセント以上を占めていたが、農林水産物の価格低迷、

高齢化や担い手不足等により、就業者が大きく減少し、令和２年には１２．

０パーセントにまで低下している。第二次産業は、昭和５０年以降、当市

への企業の進出等により雇用の場が増加したことから、就業人口比率が昭

和３５年の１１．３パーセントから平成２年には２９．８パーセントまで

上昇したものの、その後は減少傾向にあり令和２年には２０．８パーセン

トとなっている。第三次産業は、昭和３５年には３０．０パーセントだっ

たが、天草五橋の開通に伴い、人の交流及び物流が円滑化したことで、観

光等のサービス業への就業が大きく増加し、令和２年には６７．２パーセ

ントまで上昇している。 

（略） 

イ 産業 

（略） 

産業別就業人口比率は表１－１（３）のとおり、第一次産業は昭和３５

年には全体の５０パーセント以上を占めていたが、農林水産物の価格低迷、

高齢化や担い手不足等により、就業者が大きく減少し、平成２７年には１

２．９パーセントにまで低下している。第二次産業は、昭和５０年以降、

当市への企業の進出等により雇用の場が増加したことから、就業人口比率

が昭和３５年の１１．３パーセントから昭和５０年には２４．８パーセン

トに上昇し、平成２年には２９．８パーセントまで上昇したものの、その

後は減少傾向にあり平成２７年には２１．０パーセントとなっている。第

三次産業は、昭和３５年には３０．０パーセントだったが、天草五橋の開

通に伴い、人の交流及び物流が円滑化したことで、観光等のサービス業へ

の就業が大きく増加し、平成２７年には６６．１パーセントまで上昇して

いる。 

（略） 

統計数値

（産業別

就業人口

比率）の

更新



7 項 22 行 

表１－１（３）産業別人口の動向（国勢調査（分類不能人数除く）） 

区 分 昭和35年 平成 2 年 平成17年 平成27年 令和2年

総 数 22,433 人 17,665 人 14,403 人 12,038 人
11,444

人

第一次

産業 

（就業

人口比

率） 

13,180 人

（58.7％

）

3,757 人

（21.3％）

2,048 人

（14.2％

）

1,558 人

（12.9％

）

1,369 人

（12.0

％）

第二次

産業 

（就業

人口比

率） 

2,528 人

（11.3％

）

5,269 人

（29.8％

）

3,495 人

（24.3％

）

2,526 人

（21.0％）

2,378 人

（20.8

％）

第三次

産業 

（就業

人口比

率） 

6,725 人

（30.0％

）

8,639 人

（48.9％

）

8,860 人

（61.5％

）

7,954 人

（66.1％

）

7,697 人

（67.2

％）

表１－１（３）産業別人口の動向（国勢調査（分類不能人数除く）） 

区 分 昭和35年 昭和50年 平成 2 年 平成17年
平成 27

年 

総 数 22,433 人 17,304 人 17,665 人 14,403 人
12,038

人

第一次

産業 

（就業

人口比

率） 

13,180 人

（58.7％

）

5,299 人

（30.6％）

3,757 人

（21.3％

）

2,048 人

（14.2％

）

1,558 人

（12.9

％）

第二次

産業 

（就業

人口比

率） 

2,528 人

（11.3％

）

4,291 人

（24.8％

）

5,269 人

（29.8％

）

3,495 人

（24.3％）

2,526 人

（21.0

％）

第三次

産業 

（就業

人口比

率） 

6,725 人

（30.0％

）

7,714 人

（44.6％

）

8,639 人

（48.9％

）

8,860 人

（61.5％

）

7,954 人

（66.1

％）

統計数値

（産業別

人口）の

更新

7 項 31 行 表１－１（４）産業別総生産           （単位：百万円）

区分 
産業別総生産 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 計 

平成 22 年度 4,118 8,809 59,157 72,084

平成 27 年度 5,811 7,933 54,530 68,274

令和 2 年度 4,177 9,643 49,357 63,177

表１－１（４）産業別総生産            （単位：千円）

区分 
産業別総生産 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 計 

平成 17 年度 3,884,202 10,093,470 65,448,353 79,426,024

平成 22 年度 4,117,797 8,808,902 59,157,120 72,083,819

平成 27 年度 5,810,958 7,933,109 54,530,138 68,274,206

単位の修

正及び統

計 数 値

（産業別

総生産）

の更新

（３）市の行財政の状況 

ア 行政 

（略） 

このような中、過疎化・少子化の進行や、急激な社会・経済情勢等の変

（３）市の行財政の状況 

ア 行政 

（略） 

このような中、過疎化・少子化の進行や、急激な社会・経済情勢等の変



8 項 11 行 化により、市民の行政に対するニーズは高度化・多様化しているため、地

方行政のあり方も変革が必要であり、持続可能な発展目標への取組や、よ

り合理的かつ効果的な行政運営が求められている。 

（略） 

化により、市民の行政に対するニーズは高度・多様化しているため、地方

行政のあり方も変革が必要であり、持続可能な発展目標への取組や、より

合理的かつ効果的な行政運営が求められている。 

（略） 

文言の修

正

8 項 26 行 

イ 財政 

（略） 

そこで、この危機的状況から脱却するため、平成１９年度に財政健全化

計画（第１次リバイバルプラン：平成１９～２３年度）を策定し、人件費

及び公債費等の削減に努め、平成２４年度には、第２次財政計画（第２次

リバイバルプラン：平成２４～２５年度）を策定し、引き続き財政健全化

に努めた。その結果、平成２２～２５年度までの一般会計当初予算規模は

１５０億円台、経常収支比率は８５～９１パーセント台で推移していた。 

それ以降は、平成２６年度に大規模な繰上償還を行うなどしたものの、

平成３０年度以降は、合併特例債の発行期限（令和５年度）を見据えた集

中的な投資等により、当初予算規模は約１８０～２１０億円台、経常収支

比率は９０～９７パーセント台と、それまでと比較し高い水準で推移して

いる。 

また、当市の歳入の約４割を占める地方交付税について、令和８年度以

降は、国勢調査人口の減少による減額が見込まれるため、これまで以上の

財源不足が懸念される。 

このような中、物価高騰対策等により、令和６年度最終予算額は、２２

４億５，９００万円となり、その予算編成は財政調整基金繰入金の計上に

より行った。

イ 財政 

（略） 

そこで、この危機的状況から脱却するため、平成１９年度に財政健全化

計画（第１次リバイバルプラン：平成１９～２３年度）を策定し、人件費

及び公債費等の削減に努め、平成２４年度には、第２次財政計画（第２次

リバイバルプラン：平成２４～２５年度）を策定し、引き続き財政健全化

に努めた。その結果、平成２２～２５年度までの当初予算規模は１５０億

円台、経常収支比率は８５～９１パーセント台で推移していた。 

それ以降は、平成２６年度に大規模な繰上償還を行うなどしたものの、

平成３０年度以降は、合併特例債の発行期限（令和５年度）を見据えた集

中的な投資等により、当初予算規模は約１８０億円台、経常収支比率は９

０パーセント台半ばから後半と、それまでと比較し若干上昇した水準で推

移している。 

また、当市の歳入の約４割を占める地方交付税（普通交付税）について、

令和元年度の一本算定化による減少に加え、令和３年度以降は、国勢調査

人口の減少による減が見込まれるため、これまで以上の財源不足が懸念さ

れる。 

このような中、新型コロナウイルス感染症対策等により、令和２年度最

終予算額は、２３８億９，２００万円と過去最大規模となり、その予算編

成は財政調整基金の取り崩しにより行った。その結果、財政調整基金の残

高は、６億３，０００万円減少した。（令和元年度末３３億３，４００万円

→令和２年度末２７億３００万円） 

財政計画

（総論）

の更新



当市では、今後も扶助費、補助費、公債費等の増加により、財源不足が

一層深刻になることが懸念される。このため、今後厳しさを増す財政状況

を乗り切るためには、限られた財源の重点的かつ効果的な活用により、予

算の質を更に高める取組が必要である。具体的には、前述の懸念事項等を

踏まえ、第５次財政計画（令和６年３月策定）に沿った以下の取組により

健全な財政運営を堅持していく。 

令和２年度に行った令和６年度までの財政シミュレーションでは、これ

までどおり財源不足を財政調整基金で補填した場合、令和６年度には財政

調整基金は枯渇する結果となった。 

このため、当市では、財政規模に見合った予算（当初予算１６０億円台）

にする必要があるが、限られた財源の重点的かつ効果的な活用により、予

算の質を更に高める取組が必要である。具体的には、前述の懸念事項等を

踏まえ、第４次財政計画（令和２年２月策定）に沿った以下の取組により

健全な財政運営を堅持していく。 

9 項 14 行 （ア）歳入面での取組 

ａ 市税等の確保 

市税等の課税客体の的確な把握と適正な課税、収納率の向上及び滞納金

額の圧縮のため、収納対策のさらなる推進に努める。 

ｂ 使用料・手数料等の適正化 

市民負担の公平性確保と受益者負担の適正化を図るため、適宜見直しを

行う。 

ｃ 基金の運用 

基金の長期的かつ積極的な運用を行い、運用益の獲得に努める。 

ｄ ふるさと納税事業の推進 

返礼品の充実や寄附受付サイトの拡充など、ふるさと応援寄附金の増加

に向けた取組を推進する。 

ｅ 市有財産の適正管理 

市有財産の所有目的を明確にし、処分可能な遊休資産等については、売

却や貸付などを検討し、新たな財源確保に努める。 

ｆ 有利な地方債の活用 

元利償還金に対する交付税措置のある有利な市債を効果的に活用する。 

また、市債の新規発行について、経常収支比率及び実質公債費比率を踏ま

①主な歳出の見直し 

・人件費：組織再編や業務分担の見直し等により削減に努める。 

・普通建設事業費：毎年度作成する普通建設事業計画及び公共施設等総合

管理 

計画アクションプランに沿った事業実施。 

・補助費等：上天草市補助金ガイドラインに沿った見直しによる補助費等

の縮小及び廃止。 

・公債費：有利な地方債の適正な発行と償還期間の設定、期限までの平準

化 

と実質公債費比率の縮減に努める。 

②その他の見通し 

・経常収支比率：令和５年度目標 95.0％ 

・実質公債費比率：令和５年度目標 15.0％ 

 ふるさと納税の推進等による更なる自主財源の確保と依存財源の確実な

確保 

（国庫補助制度等の積極的な活用、交付税措置のある有利な地方債の活用

等） 

財政計画

（歳入・

歳出・目

標値）の

更新



えた上で、世代間負担の公平化を図るため、適正な発行額と償還期間を設

定する。 

（イ）歳出面での取組 

ａ 事務事業の見直しや効率化による歳出の削減 

事務事業について、必要性、有効性、効率性、公平性等の観点から事業

内容を見直し、事務事業のスクラップ・アンド・ビルドにより、物件費等

の経常経費の削減を図る。 

ｂ 補助金の見直し 

補助金ガイドラインに基づき、各補助事業の内容及び効果を検証し、補

助対象や補助率の見直しを実施する。 

ｃ 施設の維持管理コストの縮減及び平準化 

公共施設総合管理計画アクションプランに基づき、計画的な施設整備や

長寿命化を図ることにより、維持管理コストの縮減や平準化に取り組む。 

ｄ 財政規模に応じた普通建設事業の実施 

普通建設事業について、必要性、事業規模や実施時期等の精査を行い、

財政規模に応じて計画的に実施する。 

ｅ 繰出金の抑制 

特別会計における事務事業の見直しや、企業会計における経営健全化計

画に基づく取組等により、一般会計から特別会計及び企業会計への繰出金

を抑制する。 

（ウ）目標値 

ａ 経常収支比率：令和９年度 95.0％以下 

ｂ 実質公債費比率：令和９年度 15.0％以下 



10 項 26 行 

表１－２（１）直近の主な財政指標等の推移      （単位：百万円・％）

令和 2

年度 

令和 3 年

度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

当初予算額 18,220 17,803 19,466 21,175 19,571

歳出決算額 21,502 21,373 20,488 22,280 22,849

経常収支比率 93.0 93.6 90.8 92.9 95.2

自主財源比率

(※)

15.3 15.9 16.2 14.9 14.6

実質公債費比率 11.9 11.5 11.6 11.6 11.7

地方債現在高 17,757 18,038 18,141 19,697 21,627

義務的経費比率 36.8 41.5 40.3 38.8 38.6

財政調整基金残

高 

2,703 3,584 4,066 4,158 4,162

※自主財源比率：繰入金及び繰越金を除いて算出 

表１－２（１）直近の主な財政指標等の推移      （単位：百万円・％）

平成 27

年度 

平成28年

度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

令和元

年度 

当初予算額 16,205 17,471 16,847 18,912 17,965

歳出決算額 16,921 18,866 17,199 18,060 20,937

経常収支比率 88.7 96.5 95.3 94.8 97.7

自主財源比率

(※1)

16.0 16.2 18.2 18.8 16.4

実質公債費比率 12.3 11.7 11.5 11.7 11.9

地方債現在高 17,042 17,632 16,769 16,795 17,810

義務的経費比率 49.5 43.5 48.0 45.2 37.6

財政調整基金残

高 

2,940 3,412 3,838 4,190 (※2)

3,334

※1・・・自主財源比率：繰入金及び繰越金を除いて算出 

※2・・・公共施設マネジメント基金（1,000 百万円）への積立等による減

財政指標

等数値及

び注釈の

更新



11 項 2 行 

表１－２（２）市の財政状況              （単位：千円）

区分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和 2 年度

歳入総額 A 18,267,454 18,005,668 22,945,236

一般財源 11,421,028 11,360,983 10,762,529

国庫支出金 2,589,170 1,931,432 5,378,767

都道府県支出金 1,372,888 1,107,426 1,229,426

地方債 1,486,318 1,670,724 2,136,754

うち過疎債 360,800 353,300 439,300

その他 1,398,050 1,935,103 3,437,760

歳出総額 B 17,047,936 16,921,023 21,501,990

義務的経費 7,972,473 8,370,643 7,905,630

投資的経費 2,576,286 1,317,108 2,694,873

うち普通建設事業 2,549,749 1,066,901 2,375,560

その他 6,499,177 7,233,272 10,901,487

過疎対策事業   － 

歳入歳出差引額 C(A-B) 1,219,518 1,084,645 1,443,246

翌年度へ繰越すべき財源

D 
210,904 147,938 639,430

実質収支 C-D 1,008,614 936,707 803,816

財政力指数 0.25 0.25 0.26

公債費負担比率 17.2 19.9 16.9

実質公債費比率 14.7 12.3 11.9

（削る） （削る） （削る） （削る）

経常収支比率 85.2 88.7 93.0

将来負担比率 85.6 3.9 －

地方債現在高 19,868,526 17,042,402 17,756,685

表１－２（２）市の財政状況              （単位：千円）

区分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和元年度

歳入総額 A 18,267,454 18,005,668 21,558,074

一般財源 11,421,028 11,360,983 10,599,261

国庫支出金 2,589,170 1,931,432 2,193,481

都道府県支出金 1,372,888 1,107,426 1,147,569

地方債 1,486,318 1,670,724 3,214,008

うち過疎債 360,800 353,300 356,600

その他 1,398,050 1,935,103 4,403,755

歳出総額 B 17,047,936 16,921,023 20,937,094

義務的経費 7,972,473 8,370,643 7,868,840

投資的経費 2,576,286 1,317,108 4,155,496

うち普通建設事業 2,549,749 1,066,901 4,016,922

その他 6,499,177 7,233,272 4,895,836

過疎対策事業   

歳入歳出差引額 C(A-B) 1,219,518 1,084,645 620,980

翌年度へ繰越すべき財源

D 
210,904 147,938 174,535

実質収支 C-D 1,008,614 936,707 446,445

財政力指数 0.247 0.253 0.255

公債費負担比率 17.2 19.9 15.8

実質公債費比率 14.7 12.3 11.9

起債制限比率

経常収支比率 85.2 88.7 97.7

将来負担比率 85.6 3.9

地方債現在高 19,868,526 17,042,402 17,809,673

財政状況

数値の更

新



11 項 30 行 

ウ 施設整備水準等の現況と動向 

公共施設の整備水準等の現況は、表１－２（３）のとおりである。 

今後、令和６年３月に策定した「上天草市第３次総合計画」（以下「第３

次総合計画」という。）等に基づき、地域の特性、バランス、利便性等に十

分配慮し、計画的に整備を進める。 

ウ 施設整備水準等の現況と動向 

公共施設の整備水準等の現況は、表１－２（３）のとおりである。 

今後、平成２６年３月に策定した「おどんたちが上天草・未来づくり計

画～上天草市第２次総合計画～」（以下「第２次総合計画」という。）等に

基づき、地域の特性、バランス、利便性等に十分配慮し、計画的に整備を

進める。 

総合計画

名の更新

12 項 2 行 

表１－２（３）主要公共施設等の整備状況 

区分 

昭和

55

年度

末 

平成

2 年

度末

平成

12 年

度末 

平成

22 年

度末

令和 2

年度末

市道       

改良率（％） 28.8 25.5 36.2 34.0 34.7

舗装率（％） 66.9 83.1 86.8 88.9 89.2

農道 

延長（ｍ） 
27,25

0

27,250

耕地１ha 当たり農道延長

（ｍ） 
18.8 34.3 44.5 44.5 44.5

林道 

 延長（ｍ） 
1,72

3

15,26

7
18,436

20,59

4
20,549

林野１ha 当たり林道延長

（ｍ） 
0.2 2.0 2.4 2.7 2.7

水道普及率（％） 84.3 93.3 92.3 88.3 92.4

汚水処理人口普及率（％） 0.0 0.0 15.6 41.5 56.8

人口千人当たり病院、診療

所の病床数（床） 
2.0 2.8 5.5 6.2 7.9

表１－２（３）主要公共施設等の整備状況 

区分 

昭和

55

年度

末 

平成

2 年

度末

平成

12 年

度末

平成

22 年

度末

令和元 

年度末

市道       

改良率（％） 28.8 25.5 36.2 34.0 34.7

舗装率（％） 66.9 83.1 86.8 88.9 89.2

農道 

延長（ｍ） 
47,09

5

47,554

耕地１ha 当たり農道延長

（ｍ） 
18.8 34.3 44.5 74.9 ― 

林道 

 延長（ｍ） 
1,72

3

15,26

7

18,4

36

20,59

4
20,594

林野１ha 当たり林道延長

（ｍ） 
0.2 2.0 2.4 2.7 ― 

水道普及率（％） 84.3 93.3 92.3 88.3 91.6

汚水処理人口普及率（％） 0.0 0.0 15.6 41.5 55.1

人口千人当たり病院、診療

所の病床数（床） 
2.0 2.8 3.2 3.2 7.4

公共施設

等の整備

状況の修

正及び更

新



12 項 23 行 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

ア 当市の目指す将来像 

（略） 

このような中、第３次総合計画では、「人と海のふれあうまち～イノベー

ションによる“幸せを実感する”持続可能なまちづくり～」を将来像とし

て掲げ、「みんなでつくる持続可能な社会」、「まちの未来を担う人づくり」、

「ＤＸ・ゼロカーボンシティの推進によるイノベーション」、「地域資源を

生かした産業の再生」、「安全・安心な暮らしを確保する互助・共助の社会

づくり」の５つをまちづくりの基本方針として定めて、これらの有機的な

連携を図りながら、まちづくりを推進していくこととしている。 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

ア 当市の目指す将来像 

（略） 

このような中、第２次総合計画では、「人と海のふれあうまち～地域資源

を活かした、新しいまちの上質な価値の創造～」を将来像として掲げ、「子

ども、若者、お年寄りが住みよい「活力」「誇り」「安心」に満ちたまちの

実現」をまちづくりの基本目標とし、未来に向けて輝く、「産業」づくり、

「人」づくり及び「地域」づくりの３つをまちづくりの方針として定めて、

これらの有機的な連携を図りながら、まちづくりを推進していくこととし

ている。 

総合計画

概要の更

新



×市の重点テーマ（抜粋） これからの社会動向

■人口減少・高齢化の加速度的な進行 
■ＳＤＧｓの達成に向けた取組の推進 
■ＤＸ社会の実現による地域社会の課題解決 
■甚大化する自然災害や感染症などのリスクへの対応
■誰もが活躍できる社会の推進 
■社会経済のグローバル化と多文化共生社会の進展
■広域道路ネットワークの発展 
■住民・民間・行政による協働のまちづくりの推進

産業 就業者不足、多様な担い手の確保 
新たな産業開発／観光振興の拡大 

教育 ふるさとの愛着を高める教育 
上天草高校の魅力化 

健康福祉 子育て環境・支援の充実 
地域福祉の拡大／高齢者の生きがいづくり 

生活環境 災害に強いまちづくり／冠水対策の推進 
公共交通手段の維持確保・利用促進 
定住移住の促進／空き家等の利活用拡大 
海の環境保全／ごみ減量化の推進 

13 項 1 行 総合計画

の概要図

の更新

14 項 2 行 

イ 当市の基本方針 

当市では、熊本県過疎地域持続的発展方針及び第３次総合計画を踏まえ、

過疎地域における「持続可能な地域社会の形成」及び「地域資源を活用し

た地域活力の更なる向上」を図るため、これまでの計画に引き続き次の４

つの「基本方針」を基に、国の各種施策や社会の潮流も見据えた対応を行

いながら、行政と市民との協働によるまちづくりを推進していく。 

イ 当市の基本方針 

当市では、熊本県過疎地域持続的発展方針及び第２次総合計画を踏まえ、

過疎地域の総合的・計画的な持続的発展を図るため、前計画に引き続き次

の４つの「基本方針」を基に、国の各種施策や社会の潮流も見据えた対応

を行いながら、行政と市民との協働によるまちづくりを推進していく。 

基本方針

概要の更

新



14 項 15 行 

（イ）安心・快適な生活環境づくり 

全ての市民が安心・快適に生活できる環境は、私たちが健康でいきいき

と暮らすためには必要である。こどもからお年寄りまで、皆で支え合う社

会環境づくりを進めるとともに、地域活動を担う人材の確保及び育成等、

ボランティア団体等と連携して地域コミュニティ機能を持続させるための

取組を推進していく。 

（イ）安心・快適な生活環境づくり 

全ての市民が安心・快適に生活できる環境は、私たちが健康でいきいき

と暮らすためには必要である。子どもからお年寄りまで、皆で支え合う社

会環境づくりを進めるとともに、地域活動を担う人材の確保及び育成等、

ＮＰＯ法人やボランティア団体等と連携して地域コミュニティ機能を持続

させるための取組を推進していく。 

文言の修

正

15 項 4 行 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

人口に関しては、当市で平成２７年１２月に作成した「上天草市人口ビ

ジョン」において、総人口の将来展望に示されている上天草市将来展望の

人口を目標とし、令和１２年末の総人口２１，８５６人以上を目指す。 

財政力に関しては、各計画等において財政力指数の目標値は計上してい

ないが、平成２４年度以降約０．２５で推移している。財政力指数の分子

である基準財政収入額の算定項目である納税義務者数          

や２０歳以上の住民基本台帳人

口数                             等は

人口が強く影響しているため、人口減少の緩和を図る移住定住促進事業等

への効果的な予算措置を行い、財政力指数の維持を目指す。 

（略） 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

人口に関しては、当市で平成２７年１２月に作成した「上天草市人口ビ

ジョン」において、総人口の将来展望に示されている上天草市将来展望の

人口を目標とし、令和７年末の総人口２３，６８８人以上を目指す。 

財政力に関しては、各計画等において財政力指数の目標値は計上してい

ないが、平成２４年度以降０．２５で推移している。財政力指数の分子で

ある基準財政収入額の算定項目である納税義務者数（Ｒ１：１１，５７３

人→Ｒ２：１１，４８０人（△９３人））や２０歳以上の住民基本台帳人口

数（Ｒ１：２３，４０７人→Ｒ２：２２，９７９人（△４２８人））等は、

人口が強く影響しているため、人口減少の緩和を図る移住定住促進事業等

への効果的な予算措置を行い、財政力指数の維持を目指す。 

（略） 

人口目標

値の更新

並びに納

税義務者

数及び２

０歳以上

の住民基

本台帳人

口数に係

る具体的

数値の削

除



15 項 15 行 

表１－３地域の持続的発展のための基本目標 

（ア） 活力ある産業づくり 

目 標 
令和

8 年

令和

9 年

令和

10 年

令和

11 年

令和

12 年

（削る）
（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削る）
（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

新規事業所数（件） 5 5 5 5 5

新規企業立地数（件） 1 1 1 1 1

企業立地に伴う新規就業者数

（人）
5 5 5 5 5

表１－３地域の持続的発展のための基本目標 

（ア） 活力ある産業づくり 

目 標 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

新規就業者数（立地企業）（人） 50 50 50 50 50

新規就農者数（人） 2 2 2 2 2

新規事業所数（件） 5 5 5 5 5

新規企業立地数（件） 1 1 1 1 1

（新設）
（新

設）

（新

設）

（新

設）

（新

設）

（新

設）

活力ある

産業づく

りに係る

目標年度

並びに目

標及び目

標値の更

新

15 項 21 行 

（イ） 安心・快適な生活環境づくり 

目 標 
令和

8 年

令和

9 年

令和

10 年

令和

11 年

令和

12 年

市が関与した新規移住者数

（人）
84 86 88 90 92

地域おこし協力隊員新規導入

数（人） 
3 3 3 3 3

熊本県立上天草高等学校への

市外からの入学者数（人） 
3 3 3 3 3

超高速ブロードバンドの新規

加入世帯数（世帯） 
60 60 60 60 60

新規電子申請可能業務数（件） 50 50 50 50 50

デジタル技術を活用した新規 15 20 25 30 35

（イ） 安心・快適な生活環境づくり 

目 標 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

新規移住者数（市が関与した

者）（人） 
58 62 66 70 74

地域おこし協力隊員新規導入

数（人） 
2 2 2 3 3

（新設）
（新

設）

（新

設）

（新

設）

（新

設）

（新

設）

超高速ブロードバンドの新規

加入世帯数（世帯） 
400 400 400 400 400

新規電子申請可能業務数（件） 0 26 2 2 1

ＡＩ・ＲＰＡを活用した新規業 5 10 10 10 10

安心・快

適な生活

環境づく

りに係る

目標年度

並びに目

標及び目

標値の更

新



業務数（件）

市民向けメディアリテラシー

講習会の開催回数（回） 
8 8 8 8 8

待機児童数（人） 0 0 0 0 0

放課後児童クラブ等数（件） 12 12 12 12 12

特定健診の受診率（％） 45.0 50.0 55.0 60.0 60.0

（削る）
（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削る）
（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

地域医療に対する住民満足度

（％） 
60 60 61 62 63

小中学校数（校） 16 14 14 14 14

（削る） 
（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

（削

る）

務数（件）

市民向けメディアリテラシー

講習会の開催回数（回） 
0 1 1 1 1

待機児童数（人） 0 0 0 0 0

放課後児童クラブ等数（件） 10 10 10 10 10

特定健診の実施率（％） 50 55 60 60 60

住みやすいと思う市民の割合

（％） 
63.0 63.5 64.0 64.5 65.0

巡回診療など過疎地域の診療

を支援する取組の実施状況

（回） 

200 200 200 200 200

地域医療に対する住民満足度

（％） 
42 45 45 46 47

小中学校数（校） 17 17 15 15 11

まちづくり事業推進助成金申

請件数（件） 
１ ２ ３ ３ ３

16 項 6 行 

（ウ） 機能的な社会基盤づくり 

目 標 
令和

8 年

令和

9 年

令和

10 年

令和

11 年

令和

12 年

農道橋保全対策計画の進捗率

（％） 
0 0 4 11 27

（ウ） 機能的な社会基盤づくり 

目 標 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

農道橋保全対策計画の進捗率

（％） 
100 ― ― ― ― 

機能的な

社会基盤

づくりに

係る目標

年度及び

目標値の

更新



16 項 10 行 

（エ） 環境と共生のまちづくり 

目 標 
令和

8 年

令和

9 年

令和

10 年

令和

11 年

令和

12 年

汚水処理人口普及率（％） 65.0 66.2 67.4 68.6 69.8

住宅用省エネルギー設備設置

費補助金実績数（件） 
20 20 20 20 20

（エ） 環境と共生のまちづくり 

目 標 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

汚水処理人口普及率（％） 58.5 60.0 61.5 63.0 64.5

住宅用省エネルギー設備設置

費補助金実績数（件） 
20 20 20 20 20

環境と共

生のまち

づくりに

係る目標

年度及び

目標値の

更新

16 項 20 行 

（７）計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５箇年

間とする。 

（７）計画期間 

計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５か年間

とする。 

計画期間

の更新

17 項 6 行 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

【方針】 

当市において、地域の持続的発展には定住人口を維持・拡大させていく

ことが不可欠である。そのため、地域が必要とする人材を外から呼び込み、

協働して地域づくりを行っていくために、積極的に移住定住施策を展開し、

地域の活性化を図るとともに、当市唯一の高校である熊本県立上天草高等

学校への進学者を増加させることで、地域社会の担い手となる人材を育成

する。

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

【方針】 

当市において、地域の持続的発展には定住人口を維持・拡大させていく

ことが不可欠である。そのため、地域が必要とする人材を外から呼び込み、

協働して地域づくりを行っていくために、積極的に移住定住施策を展開し、

地域の活性化を図るものとする。 人材育成

に係る施

策の追加

17 項 11 行 

（１）現況と問題点 

当市の人口は、昭和３５年国勢調査の５１，４３９人をピークに年々減

少の一途をたどり、令和２年国勢調査では２４，５６３人となっている。 

また、人口減少と併せて高齢化も進行しており、令和２年国勢調査では

高齢化率が４２．０パーセントであり、県内市町村平均３１．４パーセン

トに対し、１０．６ポイントも上回り、県内市町村平均を上回るスピード

で進んでいる。 

加えて地元中学校から熊本県立上天草高等学校への進学率も３０％前後

（１）現況と問題点 

当市の人口は、昭和３５年国勢調査の５１，４３９人をピークに年々減

少の一途をたどり、平成２７年国勢調査では２７，００６人となっている。

また、人口減少と併せて高齢化も進行しており、平成２７年国勢調査で

は高齢化率が３７．５パーセントであり、県内市町村平均２８．８パーセ

ントに対し、８．７ポイントも上回り、県内市町村平均を上回るスピード

で進んでいる。 

国勢調査

数値（人

口・高齢

化率）の

更新及び

人口に係



17 項 22 行 

と低く、将来的な地域社会の担い手の市外流出も大きな課題となっている。

（略） 

このことから、移住定住促進のため、就業の場の確保・拡大、生活基盤

の整備、ＵＪＩターン者の受入体制・環境等の整備を図るとともに、地元

高校への進学率向上を含め、地域社会の担い手となる人材を育成すること

が課題となっている。 

（略） 

（略） 

このことから、移住定住促進のため、就業の場の確保・拡大、生活基盤

の整備、ＵＪＩターン者の受入体制・環境等の整備を図ることが課題とな

っている。 

（略） 

る問題点

の更新 

今後の人

財育成に

係る課題

の更新 



17 項 32 行 

（２）その対策 

当市への移住定住を促進し、人口減少の緩和を図ることを目的に、住ま

いの支援、暮らしの支援、情報発信を移住定住促進事業として行う。住ま

いの支援として、空き家バンクの運用、空き家等の環境整備に関する補助

金の交付（空き家等利活用促進事業補助金）、移住お試し施設の運用等を行

う。暮らしの支援として、移住コーディネーターによる移住検討者への

相談対応、移住者への助成（定住支援助成金）

等を行う。情報発信として、移住情報サイトによる情報

提供、都市部で開催される移住相談会への参加

等を行う。 

また、地域団体等と連携し、若者の定住促進やＵＪＩターン者の新たな

受入れの場として、地域おこし協力隊の積極的な導入を図る。 

加えて、地域社会の担い手となる人材を確保及び育成するため、熊本県

立上天草高等学校への入学者増加を目的とし、市外からの生徒募集を含め

た連携や支援を行うとともに、幅広い視野と豊かな国際感覚の育成を図る

ことを目的として市内在住の中高生を対象とした青少年人材育成海外派遣

事業を実施する。

（２）その対策 

当市への移住定住を促進し、人口減少の緩和を図ることを目的に、住ま

いの支援、暮らしの支援、情報発信を移住定住促進事業として行う。住ま

いの支援として、空き家バンクの運用、空き家等の環境整備に関する補助

金の交付（空き家等利活用促進事業補助金）、移住お試し施設等の運用を行

う。暮らしの支援として、移住相談アドバイザーによる移住検討者へのき

め細やかな相談対応、移住者への助成金（定住支援助成金）、移住者同士の

交流する機会の創出等を行う。情報発信として、移住情報サイトによる情

報提供、都市部で開催される移住相談会への参加、ワーケーションに関す

る情報提供等を行う。 

また、交流人口と定住人口の中間概念である「関係人口」の創出拡大に

ついても、将来の移住定住へ向けた裾野を広げるため、釣り等のマリンア

クティビティ等当市の地域資源を活用することにより取り組んでいく。

加えて、地域団体等と連携し、若者の定住促進やＵＪＩターン者の新た

な受入れの場として、地域おこし協力隊の積極的な導入を図る。 

移住及び

人材育成

に係る施

策の更新



18 項 16 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１ 移

住・定

住・地 

域間交

流の促

進、人 

材育成 

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

移住・定

住 

移住定住促進事業 

（人口減少による活力の低下

及び地域の担い手不足に対処

するため、移住コーディネー

ターによる移住検討者への相

談対応、移住者への助成（定

住支援助成金）等を実施する

ことで、人口減少の抑制を図

る。）

上天

草市

人 財 育

成

上天草高校支援事業 

（地域社会の担い手となる人

材を確保等するため、地域み

らい留学への参画による市外

からの生徒募集や下宿運営を

含め、熊本県立上天草高等学

校生への支援を実施すること

で入学者を増加させ、将来の

地域社会の担い手となる生徒

上天

草市

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１ 移

住・定

住・地 

域間交

流の促

進、人 

材育成 

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

移住・定

住 

移住定住促進事業 上天

草市

（新設） （新設） （新

設）

（新

設）

1 事業内

容の修正

及び新た

な 2 事業

内容の追

加 



の増加を図る。）

青少年人材育成海外派遣事業

（地域社会の担い手となる人

材を育成等するため、民間事

業者が実施する海外ホームス

テイに参加する市内在住の中

高生への補助を実施すること

で、幅広い視野と豊かな国際

感覚を持つ人材の育成を図

る。）

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設）

20 項 33 行 

３ 産業の振興 

【方針】 

（略） 

観光及びレクリエーションについては、コロナ禍以降は多様化する旅行

ニーズに対応すべく、 キリシタン文化や自然環境を

活用した取組を推進するとともに、

魅力あるイベント等を開催するこ

とで、顧客満足度の向上を図り、リピート客の獲得につなげ、地域経済の

振興を図る。また、旅行先として選ばれる地域となるため市観光ブランデ

ィングの浸透を推進し、国内外に広く周知を行う。インバウンド誘致につ

いては、ＴＳＭＣの進出に伴い旅行需要が活性化している、台湾を中心と

した東アジアへのプロモーションの実施と観光施設等の受入態勢の強化を

図る。 

また、コロナ禍以降、年々観光需要は回復傾向にあるものの、コロナ禍

以前の数値まで回復させるためにも、開発を計画している宮津地区に加え

３ 産業の振興 

【方針】 

（略） 

観光及びレクリエーションについては、 多様化する旅行

ニーズに対応すべく、官・民が一体となってキリシタン文化や自然環境を

活用した取組を推進するとともに、ハード・ソフトの両面から新しい観光

コンテンツの開発、受入体制の整備及び魅力あるイベント等を開催するこ

とで、顧客満足度の向上を図り、リピート客の獲得につなげ、地域経済の

振興を図る。また、旅行先として選ばれる地域となるため市観光ブランデ

ィングの浸透を推進し、国内外に広く周知を行う。インバウンド誘致につ

いては、東アジアを中心に継続したプロモーションの実施と観光施設等の

受入態勢の強化を図る。 

また、新型コロナウイルス感染症や災害等により疲弊した観光需要を回

復するためにも、観光拠点として重点的に開発を進めている前島及び宮津

地区に加えて、特に過疎化が著しい姫戸・龍ヶ岳地区の観光振興を進めて

産業の振

興に係る

施策の更

新



て、特に過疎化が著しい姫戸・龍ヶ岳地区の観光振興を進めていく。 

その為にも、姫戸地区の白嶽森林公園山頂に新たに整備した、天空ジッ

プライン「白嶽」の運営や森林公園全体のリニューアル、龍ヶ岳山頂自然

公園キャンプ場や隣接する「ミューイ天文台」を整備改修する必要がある。

いく。 

21 項 29 行 

（１）現況と問題点 

ア 基盤整備 

（ア）農業 

（略） 

当市の農家数は、普通畑作を中心に小規模零細農家が多く、昭和５０年

は４，３１１戸であったが、狭小不整形の農地が多く作業の効率が悪いこ

と、イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害が増加したこと、高齢化

の進行に伴い離農者が増加したこと等により、令和２年では６７８戸とな

り、昭和５０年と比較すると８４．３パーセントも減少している。 

農地の基盤整備による作業の効率化、農業の機

械化等による省力化、耕作規模の拡大に取り組む農業者が出現する一方、

農業者の減少に比例する形で、平成１７年の専業農家が２２４戸であった

のに対し、令和２年では１２７戸まで減少している。

（略） 

（１）現況と問題点 

ア 基盤整備 

（ア）農業 

（略） 

当市の農家数は、普通畑作を中心に小規模零細農家が多く、昭和５０年

は４，３１１戸であったが、狭小不整形の農地が多く作業の効率が悪いこ

と、イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害が増加したこと、高齢化

の進行に伴い離農者が増加したこと等により、平成２７年では８９４戸と

なり、昭和５０年と比較すると７９．２パーセントも減少している。 

農業者が減少した一方、農地の基盤整備による作業の効率化、農業の機

械化等による省力化、耕作規模の拡大に取り組む農業者の出現で、平成１

７年では専業農家は２２４戸であったのに対し、平成２７年では２０７戸

と微減で横ばい傾向となっている。

（略） 

統計数値

（農家戸

数）の更

新



22 項 27 行 

表３（１）農家戸数の推移               （単位：戸・％）

年

度

総農家戸

数 

販売農

家 

専業農

家 

第１種兼

業 

第２種兼

業 

増減率

（総農家

数） 

（略） 

H2

7

894 429 207 48 174 △18.7

R2 678 344 127 34 184 △24.2

表３（１）農家戸数の推移               （単位：戸・％）

年

度

総農家戸

数 

販売農

家 

専業農

家 

第１種兼

業 

第２種兼

業 

増減率

（総農家

数） 

（略） 

H2

7

894 429 207 48 174 △18.7

（

新

設

）

（新設） （新設） （新

設）

（新設） （新設） （新設）

最新の統

計 数 値

（農家戸

数）の追

加

23 項 2 行 

表３（２）農業協同組合員数の推移            （単位：人）

区分 令和元

年 

令和 2

年 

令和 3

年 

令和 4

年 

令和 5

年 

令和 6

年 

大矢野町 1,920 1,881 1,768 1,733 1,691 1,636

松 島 町 1,193 1,156 1,091 1,065 1,030 1,004

姫 戸 町 777 762 715 686 658 627

龍ヶ岳町 1,093 1,079 1,038 1,019 991 971

計 4,983 4,878 4,612 4,503 4,370 4,238

表３（２）農業協同組合員数の推移            （単位：人）

区分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

大矢野町 2,133 1,989 1,957 1,951 1,920 1,881

松 島 町 1,293 1,268 1,243 1,227 1,193 1,156

姫 戸 町 877 826 794 780 777 762

龍ヶ岳町 1,172 1,158 1,127 1,110 1,093 1,079

計 5,475 5,241 5,121 5,068 4,983 4,878

統計数値

（農業協

同組合員

数）の更

新

23 項 21 行 

23 項 28 行 

（ウ）水産業 

当市の水産業について、海面養殖については、くるまえび、たい類の養

殖が盛んである。特に、全国でも有数の生産量を誇るくるまえびについて

は、過去にウイルス感染による被害を教訓に養殖マニュアルを作成し、適

切な管理により生産量を維持している。しかしながら、ぶり、ふぐ類につ

いては、頻発する赤潮の影響を受け、養殖魚のへい死が発生し、生産量が

伸び悩んでいる。 

（略） 

また、漁業協働組合員数は、平成２９年と令和４年を比較すると、１，

０１４人から８９５人に減少しており、その減少率は１１．７パーセント

（ウ）水産業 

当市の水産業について、海面養殖については、くるまえび、たい類の養

殖が盛んである。特に、全国でも有数の生産量を誇るくるまえびについて

は、過去にウイルスの感染による被害を教訓に養殖マニュアルを作成し、

適切な管理により生産量を維持している。しかしながら、ぶり、ふぐ類に

ついては、頻発する赤潮の影響を受け、養殖魚のへい死が発生し、生産量

が伸び悩んでいる。 

（略） 

また、漁業協働組合員数は、平成２６年と平成３１年を比較すると、１，

０７２人から９５１人に減少しており、その減少率は１１．３パーセント

文言の修

正 

統計数値

（漁業協

同組合員



である。水産業について、後継者不足により、漁業従事者の高齢化が急速

に進行している。 

である。水産業について、後継者不足により、漁業従事者の高齢化が急速

に進行している。 

数）の更

新

24 項 3 行 

表３（３）主要魚種別海面漁業及び養殖業生産量の推移  （単位：トン）

区

分

漁

獲

量 

ま ぐ

ろ類 

い わ

し類 

あ

じ

類 

ぶ

り

類 

こ の

しろ 

たい

類 

え び

類 

ふ ぐ

類 

H29
6,9

55
0 533 164 99 623

3,94

6
91 137

H30
7,0

93
0 514 189 101 639

4,02

7
93 152

H31
6,9

23
0 666 154 87 827

3,38

3
85 126

R2
6,2

11
0 566 144 81 702

3,14

2
77 117

R3
6,4

00
0 549 155 85 681

3,35

3
81 125

R4
5,7

23
0 598 118 69 742

2,63

5
68 98

表３（３）主要魚種別海面漁業及び養殖業生産量の推移  （単位：トン）

区

分

漁

獲

量 

ま ぐ

ろ類 

い わ

し類 

あ

じ

類 

ぶ

り

類 

こ の

しろ 

たい

類 

え び

類 

ふ ぐ

類 

H26
6,5

03
0 568 165 97 592

3,93

9
97 187

H27
6,9

55
0 533 164 96 623

3,84

6
91 137

H28
6,9

12
0 525 161 101 602

3,97

5
130 134

H29
6,9

55
0 533 164 99 623

3,94

6
91 137

H30
7,0

93
0 514 189 101 639

4,02

7
93 152

H31
6,9

23
0 666 154 87 827

3,38

3
85 126

統計数値

（ 漁 獲

量）の更

新



24 項 12 行 

表３（４）漁業協同組合員数の推移           （単位：人） 

区分 
平成29

年 

平成30

年 

令和元

年 

令和2

年 

令和3

年 

令和4

年 

大矢野町 631 599 594 584 566 559

松島町 133 132 133 131 130 129

姫戸町 57 54 48 47 45 43

龍ヶ岳町 193 187 176 173 174 164

計 1,014 972 951 935 915 895

表３（４）漁業協同組合員数の推移           （単位：人） 

区分 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

大矢野町 654 667 667 631 599 594

松島町 138 129 129 133 132 133

姫戸町 63 60 60 57 54 48

龍ヶ岳町 217 204 207 193 187 176

計 1,072 1,060 1,063 1,014 972 951

統計数値

（漁業協

同組合員

数）の更

新

25 項 15 行 

表３（５）上天草市ブランド認証品認定実績 

年度
令和元

年度 

令和2年

度 

令和3年

度 

令和4年

度 

令和5年

度 

令和6年

度 

認証

件数
20 件 0 件 6 件 2 件 1 件 3 件

表３（５）上天草市ブランド認証品認定実績 

年度
令和元

年度 

令和2年

度 

令和3年

度 
（新設） （新設） （新設）

認証

件数
20 件 0 件 ― （新設） （新設） （新設）

ブランド

認証品認

定実績数

の更新

25 項 21 行 

エ 企業誘致対策 

当市では、平成２１年に創設した市独自の企業進出や立地に対する優遇

措置と地道な企業訪問が実を結び、８つの企業の誘致の実績があり、一定

の成果が認められるところである。 

（略） 

エ 企業誘致対策 

当市では、平成２１年に創設した市独自の企業進出や立地に対する優遇

措置と地道な企業訪問が実を結び、８つの企業が市内へ進出しており、一

定の成果が認められるところである。 

（略） 

文言の修

正

26 項 2 行 

オ 商業 

当市の商業は、令和３年度は卸売業４４店、小売業２６９店、総数で３

１３店となっており、平成２８年度と比較すると、卸売業、小売業ともに

減少している状況である。販売額においては過去４年間で約４５億円減少

しているが、これは新型コロナウイルス感染症蔓延の影響が大きいものと

考えられる。今後も、上天草市商工会と連携し、商工業者の経営基盤強化

を図るとともに、新たな事業展開や新分野への進出に向けたスキルアップ

オ 商業 

当市の商業は、平成２８年度は卸売業５８店、小売業３３６店、総数で

３９４店となっており、平成２４年度と比較すると、卸売業は微増してい

るものの、小売業は減少している状況である。販売額においては過去４年

間で約１０億円増加しており、国内の景気が緩やかな回復基調であること

がうかがえる。今後も、上天草市商工会と連携し、商工業者の経営基盤強

化を図るとともに、新たな事業展開や新分野への進出に向けたスキルアッ

統計数値

（ 商 店

数・販売

額）の更

新及び商

業に係る



を図り、店舗数及び売上の増加を図っていく必要がある。 

また、商業地のあり方については、平成２３年の九州新幹線全線開業や

地域観光列車「Ａ列車で行こう」の運行、平成３０年の高規格道路「天城

橋(天草五橋新１号橋)」開通など外的要因の影響を受け、交流人口が増加

傾向にあることから、商工業者は新たな取組を模索し、経済の活性化につ

なげる必要がある。併せて、

多様化している悪質商法等の消費者問題の解決に

向けて、消費者行政を充実させる必要がある。

プを図り、店舗数及び売上の増加を図っていく必要がある。 

また、商業地のあり方については、平成２３年の九州新幹線全線開業や

地域観光列車「Ａ列車で行こう」の運行、平成３０年の高規格道路「天城

橋(天草五橋新１号橋)」開通など外的要因の影響を受け、交流人口が増加

傾向にあることから、商工業者は新たな取組を模索し、経済の活性化につ

なげる必要がある。併せて、令和３年度には官民共同で行っている商業施

設の松島町前島地区総合開発事業に一定の目途がつくことから、これを契

機とした商業地の活性化に向けた商品開発やイベント開催などの取組を行

う必要がある。加えて、多様化している悪質商法等の消費者問題の解決に

向けて、消費者行政を充実させる必要がある。 

施策の更

新 

26 項 17 行 

表３（６）商業の推移 

       年度 

区分    
平成 28 年度 令和 3 年度 

卸
売
業

商店数（店） 58 44

従業者数（人） 209 187

販売額（百万円／年） 5,304 3,591

小
売
業

商店数（店） 336 269

従業者数（人） 1,571 1,209

販売額（百万円／年） 20,619 17,868

総

計

商店数（店） 394 313

従業者数（人） 1,780 1,396

販売額（百万円／年） 25,923 21,459

（参考資料：経済センサス活動調査（商店数・従業員数））

表３（６）商業の推移 

       年度 

区分    
平成２４年度 平成２８年度 

卸
売
業

商店数（店） 50 58

従業者数（人） 345 209

販売額（百万円／年） 4,756 5,304

小
売
業

商店数（店） 345 336

従業者数（人） 1,328 1,571

販売額（百万円／年） 20,101 20,619

総

計

商店数（店） 395 394

従業者数（人） 1,525 1,780

販売額（百万円／年） 24,857 25,923

（参考資料：Ｈ２８経済センサス活動調査（商店数・従業員数）） 

（参考資料：Ｈ２６商業統計第３巻産業編（販売額））

統計数値

（ 商 店

数・従業

員数）及

び数値出

典元の更

新



27 項 5 行 

キ 観光又はレクリエーション 

観光については、隣接市において平成２７年に三角西港が、平成３０年

には天草崎津集落が世界文化遺産に登録されたこと、また、九州新幹線を

はじめとする公共交通機関の充実などの外的要因もあり、新型コロナウイ

ルス感染症蔓延の影響により一時期落ち込んだものの、年々観光客は復調

傾向にある。また、体験型観光の需要が高まっていることから、トレッキ

ングやサイクリングといった自然環境を活かしたアクティビティも当市の

強みとして取組を強化しているところである。 

しかし、既存の観光施設においては全体的に老朽化が進んでいることか

ら、継続した改修に加え、新しい観光コンテンツの開発が必要である。特

に観光コンテンツが比較的多い大矢野地区、松島地区に観光客が集中して

おり、過疎化が進む姫戸地区、龍ヶ岳地区には集客できるコンテンツが少

なく、施設の改修など実施して強化していく必要がある。

また、平成３０年度に策定し、令和５年度に改訂した上天草市観光ブラ

ンディング計画に基づき、選ばれる観光地イメージを定着させるための取

組を強化しているところではあるが、定着に至っていない状況である。 

令和８年は雲仙天草国立公園の天草地域指定７０周年を迎えることか

ら、これを契機とした観光の活性化に向けたプロモーションや誘客イベン

トの開催など、取組を強化する必要がある。 

キ 観光又はレクリエーション 

観光については、隣接市において平成２７年に三角西港が、平成３０年

には天草崎津集落が世界文化遺産に登録されたこと、また、九州新幹線を

はじめとする公共交通機関の充実などの外的要因もあり、年々観光客は増

加傾向にある。また、体験型観光の需要が高まっていることから、トレッ

キングやサイクリングといった自然環境を活かしたアクティビティも本市

の強みとして取組を強化しているところである。

しかし、既存の観光施設においては全体的に老朽化が進んでいることか

ら、継続した改修に加え、新しい観光コンテンツの開発が必要である。特

に観光コンテンツが比較的多い大矢野地区、松島地区に観光客が集中して

おり、過疎化が進む姫戸地区、龍ヶ岳地区には集客できるコンテンツが少

ない。

また、平成３０年度には上天草市観光ブランディング計画を策定し、選

ばれる観光地イメージを定着させるための取組を強化しているところでは

あるが、定着に至っていない状況である。 

そのような中、新型コロナウイルス感染症が拡大したことで観光客が激

減するなど、本市の観光業は大きなダメージを受けた。また、インバウン

ドにおいても外国からの入国制限等により入込は皆無になるなど、状況は

ひっ迫しており早急な対策が必要である。 

令和３年は天草四郎生誕４００年を迎えることから、これを契機とした

観光の回復及び活性化に向けたプロモーションや誘客イベントの開催な

ど、新型コロナウイルス感染症の感染状況に合わせての取組を強化する必

要がある。 

観光に係

る現況及

び施策の

更新



27 項 26 行 

表３（７）上天草市の観光入込客数の推移       （単位：人） 

項

目

日帰客数 宿泊客数 入込客数 

県 内
県

外 
合 計

県

内 

県

外 

合

計 
県 内

県

外 
合 計

H

3

0

1,151

,743

450

,53

1

1,602

,274

115

,17

0

149

,98

9

265

,15

9

1,266

,913

600

,52

0

1,867

,433

H

3

1

1,117

,324

516

,35

6

1,633

,680

127

,83

9

140

,73

3

268

,57

2

1,245

,163

657

,08

9

1,902

,250

R

2

955,2

64

317

,80

7

1,273

,071

116

,09

8

78,

143

194

,24

1

1,071

,362

395

,95

0

1,467

,312

R

3

938,4

00

233

,77

9

1,172

,179

115

,13

6

63,

845

178

,98

1

1,053

,536

297

,62

4

1,351

,160

R

4

1,000

,590

281

,18

1

1,281

,771

133

,22

3

107

,04

1

240

,26

4

1,133

,813

388

,22

2

1,522

,035

R

5

1,005

,764

311

,35

2 

1,317

,116

125

,93

3 

133

,93

5

259

,86

8

1,131

,697

445

,28

7

1,576

,984

表３（７）上天草市の観光入込客数の推移       （単位：人） 

項

目

日帰客数 宿泊客数 入込客数 

県 内
県

外 
合 計

県

内 

県

外 

合

計 
県 内

県

外 
合 計

H

2

6

586,5

01

530

,21

6

1,116

,717

97,

596

129

,58

6

227

,18

2

684,0

97

659

,80

2

1,343

,899

H

2

7

729,7

38

447

,95

5

1,177

,693

102

,59

4

143

,19

3

245

,78

7

832,3

32

591

,14

8

1,423

,480

H

2

8

868,3

30

423

,80

2

1,292

,132

126

,68

5

170

,55

8

297

,24

3

995,0

15

594

,36

0

1,589

,375

H

2

9

919,7

52

471

,95

0

1,391

,702

114

,16

8

125

,66

7

239

,83

5

1,033

,920

597

,61

7

1,631

,537

H

3

0

1,151

,743

450

,53

1

1,602

,274

115

,17

0

149

,98

9

265

,15

9

1,266

,913

600

,52

0

1,867

,433

H

3

1

(

R

1

)

1,117

,324

516

,35

6

1,633

,680

127

,83

9

140

,73

3

268

,57

2

1,245

,163

657

,08

9

1,902

,250

統計数値

（観光入

込客数）

の更新



30 項 21 行 

31 項 1 行 

ウ 地場産業の振興 

（略） 

当市は、新規船員の確保・育成を目的に設立した上天草市海運業次世代

人材育成推進協議会の活動及び海運振興のための５つの補助事業を継続

し、安定的な船員の確保により海運業の振興を図っていく。これと併せて、

海運業に関する情報について宣伝・広報を強化し、担い手の確保に努める。

（略） 

市物産館では、計画的に施設の維持補修を実施しつつ、市外飲食店等へ

の産品出荷を積極的に行い、商社機能を強化する。また、一次産品の販売

物確保を目的に出荷者団体への技術支援等を行い、併せて販売スペースの

陳列方法等についても購買意欲を高めるための見せ方などを工夫しなが

ら、商品の販売拡充を促進する。 

また、市物産館が立地する宮津地区においては、将来的に物産館機能を

含めた複数の機能を併せ持った複合施設建設の検討が進んでおり、施設整

備・管理・運営について官民が連携するＰＰＰ/ＰＦＩの導入検討等がなさ

れている。今後、整備に向けた具体的な対応を見込む。

ウ 地場産業の振興 

（略） 

当市は、新規船員の確保・育成を目的に設立した上天草市海運業次世代

人材育成推進協議会の活動及び海運振興のための６つの補助事業を継続

し、安定的な船員の確保により海運業の振興を図っていく。これと併せて、

海運業に関する情報について宣伝・広報を強化し、担い手の確保に努める。

（略） 

市物産館では、 市外飲食店等へ

の産品出荷を積極的に行い商社機能を強化する。また、一次産品の販売物

確保を目的に出荷者団体への技術支援等を行い、併せて販売スペースの陳

列方法等についても購買意欲を高めるための見せ方などを工夫しながら、

商品の販売拡充を促進する。 

海運業振

興補助事

業数の更

新 

市物産館

施策の更

新

31 項 12 行 エ 企業誘致対策 

地場産業の活性化のため、上天草市誘致企業連絡協議会及び各地の天草

郷友会などと情報共有・交換等を行い、地場製造業の振興・企業間協力、

大都市圏企業とのビジネスマッチングによる新たな事業創出も視野に入れ

た取組を進めていく。併せて、市の強みである「食」を活用した食品加工

業の企業誘致活動を積極的に推進する。この食品加工業の企業誘致を推進

することで、加工・販売の分野を強化し、市全体の産業の底上げを図る。 

（略） 

エ 企業誘致対策 

地場産業の活性化のため、上天草市誘致企業連絡協議会及び在京在阪天

草郷友会などと情報共有・交換等を行い、地場製造業の振興・企業間協力、

大都市圏企業とのビジネスマッチングによる新たな事業創出も視野に入れ

た取組を進めていく。併せて、市の強みである「食」を活用した食品加工

業の企業誘致活動を積極的に推進する。この食品加工業の企業誘致を推進

することで、加工・販売の分野を強化し、市全体の産業の底上げを図る。 

（略） 

文言の修

正



32 項 1 行 

オ 商業 

（略） 

そのほか、中小企業、商工業

設備投資資金利子補給事業も増加傾向にあり、今後の設備投資などを推進

する。 

（略） 

オ 商業 

（略） 

当市は、前島地区総合開発を契機とした新たなイベントの開催や商品開

発などを上天草市商工会と連携し検討する。そのほか、中小企業、商工業

設備投資資金利子補給事業も増加傾向にあり、今後の設備投資などを推進

する。 

（略） 

商業振興

施策の更

新

32 項 24 行 

32 項 28 行 

キ 観光又はレクリエーション 

（略） 

また、公共交通機関（航空機、九州新幹線）の充実により、観光業にお

けるマーケットエリアが拡大しているため、関東・関西の大都市圏を含め

たより広域な市場への情報発信やプロモーション活動、当市の観光イメー

ジを定着させるためのブランディングを積極的に展開していく。 

（略） 

インバウンドの対応については、台湾を中心とした東アジア地域へのプ

ロモーション活動を継続して行うとともに、施設やＰＲツールの多言語化 

等受入体制を強化し、

インバウンド誘致に向けたプロモーションを集中して実施

する。

キ 観光又はレクリエーション 

（略） 

また、公共交通機関（航空機、九州新幹線）の充実により、観光業にお

けるマーケットエリアが拡大しているため、関東・関西の大都市圏を含め

たより広域な市場への情報発信やプロモーション活動、当市の観光イメー

ジを定着させるためのブランディングを積極的に展開していく。 

一方、新型コロナウイルス感染症禍においても強い観光地づくりを目指

すため、マイクロツーリズムの推進及びワーケーションの推進も行ってい

く。

（略） 

インバウンドの対応については、新型コロナウイルス感染症禍収束後に

目的地として選ばれるよう、東アジアを中心に継続したプロモーション活

動を行うとともに、施設やＰＲツールの多言語化、Ｗｉ－Ｆｉスポットの

整備等受入体制を強化し、新型コロナウイルス感染症禍収束後はインバウ

ンド誘致に向けたプロモーションを集中して実施する。 

コロナ対

応施策の

削除 

インバウ

ンド誘致

施策の更

新

33 項 10 行 

ク その他 

（略） 

海岸保全施設についても、港湾施設と同様に施設の老朽化が著しく進行

しているため、海岸法及び関係法令、マニュアル等に基づき、施設点検を

ク その他 

（略） 

海岸保全施設についても、港湾施設と同様に施設の老朽化が著しく進行

しているめ、海岸法及び関係法令、マニュアル等に基づき、施設点検を実

文言の修

正



実施した上で長寿命化計画を策定、更新し、その計画に基づき計画的に施

設の維持補修及び更新を実施していくことで、施設の長寿命化を図りつつ、

維持管理コストの平準化・縮減を図る。 

施した上で長寿命化計画を策定、更新し、その計画に基づき計画的に施設

の維持補修及び更新を実施していくことで、施設の長寿命化を図りつつ、

維持管理コストの平準化・縮減を図る。 

33 項 23 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

２ 産

業の振

興 

（１）基盤

整備 

 農業 （略） 

教良木地区県営かんがい排水

事業（県営教良木地区水利施

設整備事業） 

熊本

県 

負担金

（略） 

荒木浜揚水機場整備事業 上天

草市

農道橋保全対策事業 熊本

県 

負担金

農道橋保全対策事業 上天

草市

（略） 

農道維持事業（維持・舗装） 上天

草市

（略） 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

２ 産

業の振

興 

（１）基盤

整備 

 農業 （略） 

教良木地区県営かんがい排水

事業

熊本

県 

負担金

（略） 

荒木浜揚水機場整備事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設） 

農道橋保全対策事業 上天

草市

（略） 

農道維持事業 上天

草市

（略） 

32 事業内

容 の 修

正、8 事業

内容の削

除及び新

たな21事

業内容の

追加



排水機場修繕業務 上天

草市

団体営農業農村整備事業 上天

草市

今泉地区多目的集会施設改修

事業 

上天

草市

星平地区多目的集会所解体事

業 

上天

草市

内野河内コミュニティーセン

ター改修事業 

上天

草市

合津東地区多目的集会所改修

事業 

上天

草市

（２）漁港

施設 

県管理漁港整備事業（県工事

負担金）

熊本

県 

負担金

（略） 

海岸堤防等老朽化対策緊急事

業（漁港海岸）

上天

草市

海岸メンテナンス事業（漁港

海岸） 

上天

草市

海岸保全施設整備事業（漁港

海岸） 

上天

草市

漁港浚渫事業 上天

草市

（４）地場

産業の振興

排水機場修繕業務 上 天

草市 

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（２）漁港

施設 

県管理漁港整備事業 熊本

県 

負担金

（略） 

海岸堤防等老朽化対策緊急事

業

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（４）地場

産業の振興



（略） 

加工

施設

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

上天

草市

奨励金

商工振興対策事業（旧大道中

改修事業） 

上天

草市

流通

販売

施設

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

上天

草市

奨励金

物産館さんぱーる改修事業 上天

草市

（略） 

（６）起業

の促進 

商工振興対策事業（中小企業

空き店舗等家賃補助金、雇用

促進住居手当補助金）

上天

草市

補助金

（７）商業

その

他

農林水産物販路拡大事業 上天

草市

補助金

６次産業化推進事業 上天

草市

補助金

商工振興対策事業 上天

草市

補助金

（削る） （削

る）

（削

る）

（９）観光

又はレクリ

エーション

宮津地区開発調査検討事業 上天

草市

白嶽森林公園整備事業 上天

（略） 

加工

施設

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

上天

草市

奨励金

（新設） （新

設）

（新

設）

流通

販売

施設

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

上天

草市

奨励金

（新設） （新

設）

（新

設）

（略） 

（６）起業

の促進 

商工振興対策事業 上天

草市

補助金

（７）商業

農林水産物販路拡大事業 上天

草市

補助金

６次産業化推進事業 上天

草市

補助金

商工振興対策事業 上天

草市

補助金

その

他

商工振興対策事業 上天

草市

補助金

（９）観光

又はレクリ

エーション

宮津地区開発調査検討事業 上天

草市

（新設） （新 （新



草市

バンガロー補修事業 上天

草市

大型望遠鏡改修事業 上天

草市

ジップラインワイヤー改修事

業 

上天

草市

（１０）過

疎地域持続

的発展特別

事業 

第１

次産

業

水産物供給基盤機能保全施設

定期点検（見直し）事業 

（施設を適切に管理するた

め、定期点検をした上で水産

物供給基盤機能保全計画を策

定し、施設を計画的に補修・

更新していくことで、施設の

長寿命化を図りつつ、更新コ

ストの平準化・縮小を図る。）

上天

草市

（削る） （削

る）

（削

る）

（削る） （削

る）

（削

る）

（削る） （削

る）

（削

る）

設） 設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（１０）過

疎地域持続

的発展特別

事業 

（新

設）

水産物供給基盤機能保全施設

定期点検（見直し）事業 

上天

草市

漁港海岸施設定期点検及び長

寿命化計画更新事業 

上天

草市

上天草港港湾施設定期点検及

び維持管理計画更新事業 

上天

草市

上天草港海岸施設定期点検及

び長寿命化計画更新事業 

上天

草市



（削る） （削

る）

（削

る）

営農促進対策事業 

（農業経営の効率化及び安定

化を図るため、市認定農業者

に対し、農業用機械・農業用

施設等の整備を実施すること

で、魅力ある農業経営の実現

を図る。）

受益

者 

補助金

単独耕地事業 

（農業者の農業生産に係る農

業基盤の課題対応の取組に対

し、整備促進のため補助を行

い、農業生産の向上を図る。）

受益

者 

補助金

松くい虫防除（地上散布）事

業 

（松くい虫による枯れ松被害

に対処するため、松の木に直

接薬剤を散布することで、松

林保全を図る。）

上天

草市

松くい虫伐倒駆除事業 

（枯れ松の被害拡大に対処す

るため、枯れ松を伐採・薬剤

散布することで、松林保全を

図る。）

上天

草市

特定森林再生事業（衛生伐） 上天  

農道橋保全計画策定事業 上天

草市

営農促進対策事業 受益

者 

補助金

単独耕地事業 受益

者 

補助金

松くい虫防除（地上散布）事

業 

上天

草市

松くい虫伐倒駆除事業 上天

草市

特定森林再生事業（衛生伐） 上天  



（枯れ松の被害拡大に対処す

るため、枯れ松を伐採・薬剤

散布することで、松林保全を

図る。）

草市

森林整備地域活動支援交付金

事業 

（森林の多面的機能を発揮さ

せるために森林施業の集約化

や活動に必要な経費を支援す

ることで、森林所有者等によ

る森林整備を促進させる。）

上天

草市

森林環境保全整備事業 

（森林経営計画の作成者等が

実施する人口造林や間伐等の

森林施業を支援し、森林資源

を活用した持続的な森林経営

の実現を図る。）

上天

草市

くまもと間伐材利活用推進事

業 

（間伐材の流通経費の助成や

県産材を使った製品の導入支

援等を行い、森林整備と林業

の活性化及び県産材の利用促

進を図る。）

上天

草市

間伐等森林整備促進対策事業

（森林整備に対する補助金交

上天

草市

草市

森林整備地域活動支援交付金

事業 

上天

草市

森林環境保全整備事業 上天

草市

くまもと間伐材利活用推進事

業 

上天

草市

間伐等森林整備促進対策事業 上天

草市



付を実施し、森林の健全な育

成や公益的機能の発揮、地球

温暖化対策としての森林吸収

量の向上を図る。）

有害鳥獣駆除事業 

（農作物や生活環境への被害

に対処するため、有害鳥獣の

捕獲・駆除することで、被害

の防止及び軽減を図る。）

上天

草市

市有林間伐事業 

（森林の持つ多面的機能を発

揮させ災害発生の原因を抑制

するため、間伐事業を実施す

ることで、木材の生産機能の

維持増進を図る。）

上天

草市

森林山村多面的機能発揮対策

事業 

（高齢化等で森林との関わり

が希薄になったことによる山

林の荒廃を防止ため、森林の

保全活動の取組を行う活動組

織の支援を行うことで、森林

の持つ多面的機能の発揮を図

る。）

協議

会 

負担金

 商工

業・

（削る） （削

る）

（削

る）

有害鳥獣駆除事業 上天

草市

市有林間伐事業 上天

草市

森林山村多面的機能発揮対策

事業 

協議

会 

負担金

 商工

業・

商工振興対策事業 上天

草市

補助金



６次

産業

化 

（削る） （削

る）

（削

る）

６次産業化推進事業 

（市内事業者の経営基盤の強

化に対処するため、加工機械

の購入補助等を実施すること

で、事業者及び生産者が新た

な加工品等の商品開発を実施

することにより、所得の向上

及び就業機会の拡大を図る。）

上天

草市

補助金

農林水産物ブランド化推進事

業 

（市内事業者の販売促進に係

る経費負担やバイヤー等との

販路拡大、また付加価値の創

出に対処するため、商談会や

販売会でのブース出展及び出

展に伴う旅費の補助や商品開

発支援、また優れた市内産品

を「上天草ブランド認証品」

としてブランド化すること

で、持続可能な農林業の振興

を図る。）

各種

団体

補助金

情報

通信

産業

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

（産業振興及び雇用の創出に

上天

草市

奨励金

６次

産業

化 

農林水産物販路拡大事業 上天

草市

補助金

６次産業化推進事業 上天

草市

補助金

農林水産物ブランド化推進事

業 

各種

団体

補助金

情報

通信

産業

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

上天

草市

奨励金



対処するため、ＩＣＴや情報

通信技術を活用したワーケー

ションの促進やサテライトオ

フィスの誘致を実施すること

で、新規企業誘致による雇用

の増加を図る。）

観光 アウトドア推進事業 

（観光客の健康志向と体験型

プログラムのニーズに対処す

るため、アウトドアツーリズ

ムを実施することで、積極的

な誘客を図る。）

上天

草市

外国人観光客誘致事業 

（コロナ禍以降急激に増加傾

向にあるインバウンド需要に

対処するため、台湾を中心と

する観光プロモーションを実

施することで、ターゲット層

を絞ったコア層へのイメージ

浸透やファン獲得を図る。）

上天

草市

総合観光プロモーション事業

（観光プロモーションと誘客

に対処するため、上天草市の

観光地としてのブランディン

グ「ナナメ上↗上天草」の発信

事業を実施することで、上天

上天

草市

観光 アウトドア推進事業 上天

草市

外国人観光客誘致事業 上天

草市

総合観光プロモーション事業 上天

草市



草市の認知度向上と観光地と

してのブランドイメージの向

上を図る。）

観光事務総務事業 

（観光客増加に対処するた

め、観光客からの問合せなど

に対してきめ細やかな対応を

図り、また、自治体連携及び

民間事業者等の連携による観

光プロモーションを実施する

ことで、交流人口の拡大によ

る経済効果増が期待でき、市

民間の交流による地域コミュ

ニティの活性化を図る。）

上天

草市

観光施設維持管理事業 

（観光スポットの整備・改

善・改修に対処するため、市

管理の観光施設の適切な管

理・整備を実施することで、

施設の効用を最大限に発揮さ

せるとともにサービス向上や

施設などの利用者の増加を図

る。）

上天

草市

（削る） （削

る）

（削

る）

天草四郎ミュージアム管理事 上天  

おもてなし推進事業 上天

草市

観光施設維持管理事業 上天

草市

前島観光拠点施設維持管理事

業 

上天

草市

天草四郎ミュージアム管理事 上天  



務事業 

（施設の管理及び誘客に対処

するため、運営に係る事務事

業やイベント等を実施するこ

とで、観光客の増加を図る。）

草市

宮津地区開発調査検討事業 

（市内外の集客拠点であり一

次産業者の所得確保に寄与す

るため、宮津地区拠点整備計

画のＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能

性の検討や整備の詳細検討等

を実施することで、経済的で

より効果的な整備を図る。）

上天

草市

企業

誘致

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

（産業振興及び雇用創出に対

処するため、市外からの企業

誘致を実施することで、新規

企業誘致による雇用の増加を

図る。）

上天

草市

奨励金

その

他 

海運振興対策事業 

（内航海運業における船員の

不足に対処するため、人材育

成を中心とした補助事業や、

設備投資に対する利子補給を

実施することで、市内海運事

上天

草市

補助金

務事業 草市

宮津地区開発調査検討事業 上天

草市

企業

誘致

工場等設置奨励事業（企業立

地促進及び雇用促進） 

上天

草市

奨励金

その

他 

海運振興対策事業 上天

草市

補助金



業者の経営支援を図る。）

上天草港港湾施設定期点検及

び維持管理計画更新事業 

（施設を適切に管理するた

め、定期点検をした上で維持

管理計画を策定し、施設を計

画的に補修・更新していくこ

とで、施設の長寿命化を図り

つつ、更新コストの平準化・

縮小を図る。）

上天

草市

上天草港海岸施設定期点検及

び長寿命化計画更新事業 

（施設を適切に管理するた

め、定期点検をした上で海岸

堤防等老朽化対策（長寿命化

計画）を策定し、施設を計画

的に補修・更新していくこと

で、施設の長寿命化を図りつ

つ、更新コストの平準化・縮

小を図る。）

上天

草市

漁港海岸施設定期点検及び長

寿命化計画更新事業 

（施設を適切に管理するた

め、定期点検をした上で海岸

堤防等老朽化対策（長寿命化

計画）を策定し、施設を計画

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）



的に補修・更新していくこと

で、施設の長寿命化を図りつ

つ、更新コストの平準化・縮

小を図る。）

中小企業、商工業設備投資資

金利子補給事業 

（深刻化する人手不足等の経

営課題に対処するため、生産

性向上や効率化を諮るための

設備投資に対する利子補給を

実施することで、市内中小事

業者の経営の安定化を図る。）

上天

草市

補助金

（１１）そ

の他 

（略） 

上天草港浚渫事業 上天

草市

海岸堤防等老朽化対策緊急事

業（港湾海岸） 

上天

草市

海岸メンテナンス事業（港湾

海岸） 

上天

草市

海岸保全施設整備事業（港湾

海岸） 

上天

草市

中小企業、商工業設備投資資

金利子補給事業 

上天

草市

補助金

（１１）そ

の他 

（略） 

（新設） （新

設）

（新

設）

海岸堤防等老朽化対策緊急事

業（上天草港海岸） 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）



41 項 7 行 

産業振興促進区域 業 種 計画期間 
備 

考 

上天草市全域 

製造業、農林水産物

等販売業、旅館業及

び情報サービス業等

令和８年４月１日～

令和１３年３月３１

日

産業振興促進区域 業 種 計画期間 
備 

考 

上天草市全域 

製造業、農林水産物

等販売業、旅館業及

び情報サービス業等

令和３年４月１日～

令和８年３月３１日

産業振興

促進計画

期間の更

新

41 項 28 行 

（５）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

観光施設及び公園施設等については、管理に要する費用、利用状況、性

能等を総合的に評価し、計画的に施設の整理を進める。将来にわたって使

用する施設については、施設利用者の安全性、快適性及び利便性を確保す

るため、ユニバーサルデザインの充実及び再生可能エネルギーの導入を図

るとともに、計画的に更新・改修等を行うことで長寿命化を図り、維持管

理コストの縮減及び整備に要する経費負担の平準化を図る。 

（略） 

（５）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

観光施設及び公園施設等については、管理に要する費用、利用状況、性

能等を総合的に評価し、計画的に施設の整理を進める。将来にわたって使

用する施設については、施設利用者の安全性、快適性及び利便性を確保す

るため、ユニバーサルデザインの充実 を図

るとともに、計画的に更新・改修等を行うことで長寿命化を図り、維持管

理コストの縮減及び整備に要する経費負担の平準化を図る。 

（略） 

観光施設

管理施策

の更新

43 項 8 行 

４ 地域における情報化 

【方針】 

（略） 

ＡＩやＩｏＴ（モノのインターネット）が急速に普及し社会変革が進む

中、当市では人口減少や少子高齢化が加速しており、ＩＣＴを中心とした

デジタル化を推進することによって、地域コミュニティ、福祉、防災、教

育などの課題解決を図り、デジタル化により高度化された行政を推進する

とともに、ＩＣＴの地域格差を解消していく。 

（略） 

この情報通信環境の整備に伴い、市民や企業等において高度なＩＣＴの

利活用が可能となることから、市民向けメディアリテラシー講習会等を通

４ 地域における情報化 

【方針】 

（略） 

ＡＩやＩｏＴ（モノのインターネット）が急速に普及し社会変革が進む

中、市では人口減少や少子高齢化が加速しており、ＩＣＴを中心としたデ

ジタル化を推進することによって、地域コミュニティ、福祉、防災、教育

などの課題解決を図り、

ＩＣＴの地域格差を解消していく。 

（略） 

この情報通信環境の整備に伴い、市民や企業等において高度なＩＣＴの

利活用が可能となることから、市民向けメディアリテラシー講習会等を通

文言の修

正及びデ

ジタル化

施策の更

新 



43 項 18 行 

じて市民のＩＣＴを活用する能力（メディアリテラシー）の向上を図って

いく。 

また、当市において、市民等への情報伝達手段の一つとして、今後も防

災行政無線を活用していく。

じて市民のＩＣＴを活用する能力（メディアリテラシー）の向上を図って

いく。 

防災施策

の更新

44 項 9 行 

（１）現況と問題点 

（略） 

情報通信環境の整備に伴い、高度なＩＣＴ利活用が可能となることから、

当市においては、マイナンバーカードを用いた行政手続きのオンライン化

などＩＣＴを活用したサービスの拡充を図り、利用者である市民がＩＣＴ

機器やインターネット等を便利かつ安全に利活用できるよう、メディアの

特性を十分に理解し、活用する能力（メディアリテラシー）の向上を図っ

ていく必要がある。 

人口減少や少子高齢化の進展に伴い、既に地域社会や生産活動、行政な

どの様々な場面で、人手不足、担い手不足、買い物難民などの問題が顕在

化しており、このような状況下において行政サービスを維持していくため

には、デジタル技術やデータを活用し、市民の利便性を向上させるととも

に、業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの向上につなげていくこ

とが求められている。 

当市の防災行政無線について、市内に親局（１局）、中継局（６局）、再

送信局（７局）、屋外子局（１２９局）を整備しており、各世帯には戸別受

信機を配備し、行政情報及び防災情報などを提供している。また、全国瞬

時警報や地震速報等と連動しており、防災上、必要不可欠な施設となって

いるので、施設を維持していく必要がある。 

テレビの難視聴分野では、山間地等の地理的条件により電波を受信でき

ない地域があり、共同受信施設やケーブルテレビによる視聴を行っている。

共同受信施設により視聴を行っている世帯については、施設の老朽化対策

（１）現況と問題点 

（略） 

情報通信環境の整備に伴い、高度なＩＣＴ利活用が可能となることから、

市においては、マイナンバーカードを用いた行政手続きのオンライン化な

どＩＣＴを活用したサービスの拡充を図り、利用者である市民がＩＣＴ機

器やインターネット等を便利かつ安全に利活用できるよう、メディアの特

性を十分に理解し、活用する能力（メディアリテラシー）の向上を図って

いく必要がある。 

文言の修

正並びに

デジタル

活用及び

防災問題

点の更新



が課題となっている。

45 項 8 行 

（２）その対策 

（略） 

自治体情報システムの標準化・共通化やＡＩ・ＲＰＡ等を利活用した業

務効率化を推進する。また、統合版アプリを活用した手続のオンライン化

やマイナンバーカードの普及促進による行政サービスの向上を図る。 

防災行政無線には耐用年数があるとともに、経年劣化もあることから、

適宜大規模改修や修繕等を行い、施設維持を行っていく。 

テレビの難視聴対策として、老朽化した中継局の整備や受信設備の改修

等に取り組む団体に対して、必要に応じて財政的支援を行い、安定した受

信環境の確保を推進する。

（２）その対策 

（略） 

デジタル

化及びテ

レビ難視

聴対策施

策の更新



45 項 21 行 

（３）計画 

持 続 的

発 展 施

策区分 

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

３ 地

域にお

ける情

報化 

（１）電気

通信施設等

情報化のた

めの施設 

防災行

政用無

線施設 

防災行政無線整備事業 上天

草市

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

デジタ

ル技術

活用 

電子申請可能業務の拡大 

（時間や場所にとらわれ

ず、いつでも申請手続でき

るようにするため、行政手

続のオンライン化を実施す

ることで、住民の利便性向

上及び行政運営の簡素化を

図る。）

上天

草市

テレビ共同受信施設改修整

備事業 

（地理的条件により電波を

上天

草市

補助金 

（３）計画 

持 続 的

発 展 施

策区分 

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

３ 地

域にお

ける情

報化 

（１）電気

通信施設等

情報化のた

めの施設 

防災行

政用無

線施設 

防災管理事務事業 上天

草市

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

デジタ

ル技術

活用 

電子申請可能業務の拡大 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

4 事業内

容の修正

及び新た

な 1 事業

内容の追

加



受信できず、共同受信施設

やケーブルテレビによる視

聴を行っている山間地等に

おいて、施設の老朽化に対

処するため、老朽化した共

同受信施設の改修への支援

を実施することで、テレビ

視聴環境の維持を図る。） 

デジタル技術を活用した業

務の拡大 

（近年、深刻化する少子高

齢化及び人口減少等に起因

する職員数の減少等に対応

するため、デジタル技術を

活用した業務の効率化等を

実施し、持続可能な行政運

営体制の構築を図る。）

上天

草市

その他 市民向けメディアリテラシ

ー講習会 

（情報を正しく見極め、安

心してデジタル社会を生き

抜く力を育むため、市民向

けの講習会を開催すること

で、市民の情報判断力向上

を図る。）

上天

草市

ＡＩ・ＲＰＡを活用した業

務の拡大 

上天

草市

その他 市民向けメディアリテラシ

ー講習会 

上天

草市



47 項 11 行 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

【方針】 

（略） 

当市の公共交通については、令和５年３月に、市における地域特性や地

域公共交通の現状と課題等を踏まえ、市が目指す将来像を実現する上で地

域公共交通が果たすべき役割を明らかにするとともに、市民の生活移動や

観光客等の移動を支え、持続可能な地域公共交通を実現するため、「上天草

市地域公共交通計画」を策定し、生活交通の効率的な運行に向けて取り組

んでおり、引き続き適切な運行を実施していく。そのほか、航路（船舶及

び航空機）については、関係事業者と調整・協議しながら、運航の継続に

努める。 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

【方針】 

（略） 

当市の公共交通については、平成３０年３月に、市民や観光客の利便性

向上また高齢化や過疎化等の地域の実情を考慮し、持続可能な生活交通体

系の創出を目的とした「上天草市地域公共交通網形成計画」を策定し、生

活交通の効率的な運行に向けて取り組んでおり、引き続き適切に運行を実

施していく。そのほか、航路（船舶及び航空機）については、関係事業者

と調整・協議しながら、運航の継続に努める。 

地域公共

交通施策

の更新及

び文言の

修正

47 項 20 行 

48 項 1 行 

（１）現況と問題点 

ア 道路

（ア）市道

当市において、市道は１，３５６路線あり、幹線道路と集落を結び、生

活道路として重要な役割を担っている。しかしながら、それらの道路にお

いては、未舗装や幅員が狭い箇所が点在し、また、歩道や横断歩道等の未

整備により、人の流れや物流に支障を来している状況である。道路は、当

市の特性を最大限に生かした地域づくりや、市民の暮らしと豊かなまちづ

くりに必要不可欠なものであり、経済・社会活動を支えるための最も重要

な基盤的施設であることから、安全・安心かつ効率性・経済性の高い道路

整備が求められる。 

（略） 

熊本県新広域道路交通計画に構想路線として位置付けてある「八代・天

草シーライン」実現の際には、市民の利便性向上のため、既存の国道や県

道へ取付道路として新たな市道整備が必要となる。 

（１）現況と問題点 

ア 市道

（ア）道路

当市において、市道は１，２４９路線あり、幹線道路と集落を結び、生

活道路として重要な役割を担っている。しかしながら、それらの道路にお

いては、未舗装や幅員が狭い箇所が点在し、また、歩道や横断歩道等の未

整備により、人の流れや物流に支障を来している状況である。道路は、当

市の特性を最大限に生かした地域づくりや、市民の暮らしと豊かなまちづ

くりに必要不可欠なものであり、経済・社会活動を支えるための最も重要

な基盤的施設であることから、安全・安心かつ効率性・経済性の高い道路

整備が求められる。 

（略） 

熊本県新 道路交通計画に構想路線として位置付けてある「八代・天

草シーライン」実現の際には、市民の利便性向上のため、既存の国道や県

道へ取付道路として新たな市道整備が必要となる。 

施設名の

修正及び

市道路線

数の更新

交通計画

名の修正



48 項 7 行 

（イ）橋りょう 

当市の橋りょうは、高度経済成長期にその多くが集中的に整備されてお

り、このうち市道に設置された橋長２メートル以上の橋りょうが３０６橋、

農道に設置された橋りょうが９橋あり、道路ネットワークを構成する重要

な構造物となっている。このうち、建設後５０年を経過する高齢化橋りょ

うは全体の８３パーセントを占めており、今後多大な費用が見込まれる橋

りょうの修繕・架替えに対し、限られた財源の中で効率的に維持管理をし

ていくために、適切な時期に修繕を行う必要がある。併せて、建設当時の

設計基準の見直しを行い、耐震対策及び落橋防止対策等の対応も必要であ

る。 

（イ）橋りょう 

当市の橋りょうは、高度経済成長期にその多くが集中的に整備されてお

り、このうち市道に設置された橋長２メートル以上の橋りょうが３０５橋、

農道に設置された橋りょうが９橋あり、道路ネットワークを構成する重要

な構造物となっている。このうち、建設後５０年を経過する高齢化橋りょ

うは全体の５４パーセントを占めており、今後多大な費用が見込まれる橋

りょうの修繕・架替えに対し、限られた財源の中で効率的に維持管理をし

ていくために、適切な時期に修繕を行う必要がある。併せて、建設当時の

設計基準の見直しを行い、耐震対策及び落橋防止対策等の対応も必要であ

る。 

市道橋り

ょう数及

び高齢化

橋りょう

率の更新

49 項 5 行 

49 項 21 行 

エ 交通の確保 

当市の陸上交通については、路線バス及びデマンド型乗合タクシーを運

行している。 

（略） 

デマンド型乗合タクシーについては、当市の高齢化の進行に伴い多様な

需要が見込まれるが、１人での利用が多いため複数人数での利用を促進し

ていくとともに、市民及び運行事業者と共に効率性かつ経済性を鑑み持続

可能なあり方を検討していく必要がある。 

（略） 

空路交通について、天草地域において唯一の空路である天草エアライン

は、天草地域の発展に大きな期待が込められているところだが、経営状況

は厳しいものとなっている。地理的な要件もあり当市の利用者は少ないが、

地元自治体として当市も航空機体に係る修繕費等の公費支援を行ってい

る。 

エ 交通の確保 

当市の陸上交通については、路線バスや路線バスの運行がない公共交通

空白地域においてデマンド型乗合タクシーを運行している。 

（略） 

デマンド型乗合タクシーについては、

１人での利用が多いため複数人数での利用を促進し

ていく必要がある。当市の高齢化の進行に伴い多様な需要が見込まれる。

市民及び運行事業者と共に効率性かつ経済性を鑑み持続可能なあり方を検

討していく必要がある。 

（略） 

空路交通について、天草地域において唯一の空路である天草空港は、天

草地域の発展に大きな期待が込められているところだが、経営状況は厳し

いものとなっている。地理的な要件もあり当市の利用者は少ないが、地元

自治体として当市も航空機体に係る修繕費等の公費支援を行っている。 

公共交通

に係る現

況の修正

文言の修

正

49 項 27 行 

（２）その対策 

ア 道路 

（２）その対策 

ア 市道 施設名の



（ア）市道 

市道について、主に１級及び２級の路線について拡幅・改良・舗装等を

行い、その他の路線については、地域の要望を踏まえ、年次的な計画によ

り整備を行い、市民の利便性の向上を図る。 

（略） 

（ア）道路 

市道について、主に１級及び２級の路線について拡幅・改良・舗装等を

行い、その他の路線については、地域の要望を踏まえ、年次的な計画によ

り整備を行い、市民の利便性の向上を図る。 

なお、下表のとおり令和７年度において、道路の改良率４０パーセント、

舗装率９４．５パーセントを目指すこととする。 

（略） 

修正及び

道路改良

及び舗装

に係る目

標値の削

除

（削る） 表５ 市道整備指数 

区分

種別 

基準年次（令和２年度） 目標年次（令和 7 年度）

道路延

長 

A 

改良又

は舗装

済延長

B 

改良

又は

舗装

率 

B/A 

計画期

間中の

延長増

減 

C 

道路

延長 

（A+C

） 

D 

改良又

は舗装

済延長

E 

改良又

は舗装

率 

E/D 

改良 459.0 160.2 34.7 5.0 464 176.0 40.0

舗装 411.7 89.2 453.0 94.5

表の削除

50 項 26 行 

（ウ）国・県道 

熊本天草幹線道路は、熊本都市圏と天草地域との交流、連携の強化を目

的に平成３年度から事業推進が図られている。このような中、平成７年に

「松島道路」として松島町合津から今泉までの区間の約３キロメートルが

整備区間の指定がなされ、平成１４年に松島有料道路が最初に開通し、平

成９年には「松島有明道路」として松島町今泉から有明町上津浦までの区

間の約１０キロメートルが整備区間に指定され、平成１９年に供用を開始

し、また、平成３０年５月には、天城橋を含む三角大矢野道路が、さらに、

令和５年２月には、天草未来大橋を含む本渡道路が開通し、交通渋滞の緩

（ウ）国・県道 

熊本天草幹線道路は、熊本都市圏と天草地域との交流、連携の強化を目

的に平成３年度から事業推進が図られている。このような中、平成７年に

「松島道路」として松島町合津から今泉までの区間の約３キロメートルが

整備区間の指定がなされ、平成１４年に松島有料道路が最初に開通し、平

成９年には「松島有明道路」として松島町今泉から有明町上津浦までの区

間の約１０キロメートルが整備区間に指定され、平成１９年に供用を開始

し、また、平成３０年５月には、天城橋を含む三角大矢野道路が

開通し、交通渋滞の緩

国・県道

に係る現



和に大きな効果を上げている。 

さらには、平成３１年４月に大矢野道路延長３．４キロメートルにも着

手しており、期成会を通じて早期完成を継続して要望していく。 

和に大きな効果を上げている。 

さらには、平成３１年４月に大矢野道路延長３．４キロメートルにも着

手しており、期成会を通じて早期完成を継続して要望していく。 

国道については、随時整備促進が図られているところであるが、当市に

とっての生命線である国道２６６号は現在施工中の望薩峠工区の早期完成

を要望していく。

況及び施

策の更新

51 項 17 行 

エ 交通の確保 

陸上交通について、路線バスの運行については、上天草市地域公共交通

計画に基づき、利便性の向上及び利用促進のため、行政、市民、運行事業

者等が一体となって取り組み、利用状況等に応じて運行形態の見直しを行

う。デマンド型乗合タクシーについては、運行における効率性かつ経済性

に鑑み、便数、運行時刻、乗降方法等について総合的に検討を行う。 

（略） 

エ 交通の確保 

陸上交通について、路線バスの運行については、上天草市地域公共交通

網形成計画に基づき、利便性の向上及び利用促進のため、行政、市民、運

行事業者等が一体となって取り組み、利用状況等に応じて運行形態の見直

しを行う。デマンド型乗合タクシーについては、運行における効率性かつ

経済性に鑑み、便数、運行時刻、乗降方法等について総合的に検討を行う。

（略） 

交通計画

名の更新



52 項 5 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

４ 交

通施設

の整備、

交通手

段の確

保 

（１）市町

村道 

道路 （削る） （削

る）

（削

る）

（削る） （削

る）

（削

る）

（削る） （削

る）

（削

る）

亀の迫江後線道路改良工事 上天

草市

（削る） （削

る）

（削

る）

（削る） （削

る）

（削

る）

高戸樋島線道路改良工事 上天

草市

馬建青年の家１号線道路改良

工事 

上天

草市

千場線（旧避病院線）道路改

良工事 

上天

草市

（略） 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

４ 交

通施設

の整備、

交通手

段の確

保 

（１）市町

村道 

道路 古野賎の女線道路改良工事 上天

草市

中月線道路改良工事 上天

草市

尾越崎大潟線道路改良工事 上天

草市

亀の迫江後線道路改良工事 上天

草市

永浦樋合１号線道路改良工事 上天

草市

江樋戸線道路改良工事 上天

草市

高戸樋島線道路改良工事 上天

草市

馬建青年の家１号線道路改良

工事 

上天

草市

避病院線道路改良工事 上天

草市

（略） 

11 事業内

容 の 修

正、7 事業

内容の削

除及び新

たな 5 事

業内容の

追加



大桜蔵々線（旧蔵々下山線）

道路改良工事 

上天

草市

（略） 

合津西の浦１号線道路改良工

事 

上天

草市

本口１号線道路改良事業 上天

草市

本口白間線道路改良工事 上天

草市

市道維持・舗装工事 上天

草市

市道改良工事 上天

草市

市道防災工事 上天

草市

市道トンネル補修工事 上天

草市

（削る） （削

る）

（削

る）

橋 り ょ

う 

橋りょう維持補修事業（補

強・補修） 

上天

草市

橋りょう修繕補助事業（補

強・補修） 

上天

草市

樋島大橋修繕代行事業 国 負担金

蔵々下山線道路改良工事 上天

草市

（略） 

合津西の浦１号線道路改良工

事 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設）

（新設） （新

設）

（新

設）

市道維持・舗装工事 上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設）

市道防災工事 上天

草市

市道トンネル補修工事 上天

草市

本口１号線道路改良事業 上天

草市

橋 り ょ

う 

橋りょう維持補修事業（補

強・補修） 

上天

草市

橋りょう修繕補助事業（補

強・補修） 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設）



（略） 

（２）農道 農道橋保全対策事業 熊本

県 

負担金

大維農道改良事業 上天

草市

農道維持事業 上天

草市

（略）

（９）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

公 共 交

通 

路線バス運行対策事業 

（公共交通として路線バスを

運行することで、市民の移動

手段の確保を図る。）

民間

離島航路維持事業 

（湯島住民にとって生活及び

経済活動における生命線であ

る離島航路を安定的に運航す

ることで、島民の移動手段の

確保を図る。）

民間

空路交通維持事業 

（天草地域において唯一の空

路を確保するため、経営安定

民間

（略） 

（２）農道 農道橋保全対策事業 上天

草市

大維農道改良事業 上天

草市

農道維持事業 上天

草市

（略）

（９）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

公 共 交

通 

路線バス運行対策事業 民間

離島航路維持事業 民間

空路交通維持事業 民間



化への支援を行うことで、空

路の維持及び利用促進を図

る。）

乗合タクシー運行事業 

（公共交通空白地域及び路線

バスの乗車率が非常に低い地

域に対処するため、乗合タク

シーを運行することで、移動

手段の確保を図る。）

民間

自家用有償旅客運送事業 

（交通空白地及び交通サービ

スが限られる時間帯を補完す

るため、自家用有償旅客運送

を実施し、市民の移動手段の

確保を図る。） 

上天

草市

又は

民間

その他 （削る） （削

る）

（削

る）

橋りょう点検事業 

（安全・安心な人の流れ及び

物流の確保のため、定期的な

橋りょうの点検を実施するこ

とで、交通が滞らないよう努

める。）

上天

草市

道路防災点検事業 

（安全・安心な人の流れ及び

物流の確保のため、道路の防

上天

草市

乗合タクシー運行事業 民間

（新設） （新

設）

（新

設）

その他 農道橋保全対策計画策定事業 上天

草市

橋りょう点検事業 上天

草市

道路防災点検事業 上天

草市



災点検を実施することで、交

通が滞らないよう努める。）

道路トンネル点検事業 

（安全・安心な人の流れ及び

物流の確保のため、道路トン

ネルの点検を実施すること

で、交通が滞らないよう努め

る。）

上天

草市

上天草市橋梁長寿命化修繕計

画策定事業 

（安全・安心な人の流れ及び

物流の確保のため、長寿命化

修繕計画を作成することで、

計画的に改修・修繕等を実施

し、交通が滞らないよう努め

る。）

上天

草市

道路トンネル点検事 上天

草市

上天草市橋梁長寿命化修繕計

画策定事業 

上天

草市



55 項 12 行 

55 項 25 行 

６ 生活環境の整備 

 【方針】 

（略） 

当市の令和５年度末の汚水処理人口普及率は６０．４パーセントとなっ

ており、全国平均９３．３パーセント、熊本県平均８９．９パーセントと

比較すると、極めて低い。このため、熊本県と連携して策定する「くまも

と生活排水処理構想」に基づき、効率的な手法による未普及対策の早期概

成及び持続可能な施設運営の実現を目指し、衛生的な生活環境を確保する

とともに、海や河川の水質保全を図る。 

（略） 

消防施設について、迅速な消火活動のため、消防団員の確保はもとより、

計画的に消防施設及び消防資機材等（格納庫、積載車、小型ポンプ等）を

導入・更新していく。また、消防水利が不足する地域には、計画的に消火

栓等の整備を図る。

（略） 

６ 生活環境の整備 

 【方針】 

（略） 

当市の令和元年度末の汚水処理人口普及率は５５．１パーセントとなっ

ており、全国平均９１．７パーセント、熊本県平均８７．４パーセントと

比較すると、極めて低い。このため、熊本県と連携して策定する「くまも

と生活排水処理構想」に基づき、効率的な手法による未普及対策の早期概

成及び持続可能な施設運営の実現を目指し、衛生的な生活環境を確保する

とともに、海や河川の水質保全を図る。 

（略） 

消防施設について、迅速な消火活動のため、消防団員を確保するととも

に、計画的に消火活動機器等を導入・更新し、市民の安全・安心な暮らし

を守る。また、緊急通報システムを導入し、緊急救急体制の強化・充実を

図る。

（略） 

汚水処理

人口普及

率の更新

消防施策

の更新

56 項 9 行 

（１）現況と問題点 

ア 水道施設 

上水道 

当市の上水道について、松島地区においては、教良木川及び教良木ダム

を水源としており、倉江浄水場・阿村浄水場により日量約２，０００トン

を浄水し、配水している。また、大矢野地区、姫戸地区及び龍ヶ岳地区に

おいては、水源となる河川等がないことから、八代生活環境事務組合から

日量約１，５００トン、上天草・宇城水道企業団から約４，５００トン受

水している。 

令和７年３月末現在の当市の給水人口は２１，９２８人で、普及率は９

４．０８パーセントである。 

（１）現況と問題点 

ア 水道施設 

上水道 

当市の上水道について、松島地区においては、教良木川及び教良木ダム

を水源としており、倉江浄水場・阿村浄水場により日量約２，０００トン

を浄水し、配水している。また、大矢野地区、姫戸地区及び龍ヶ岳地区に

おいては、水源となる河川等がないことから、八代生活環境事務組合から

日量約２,０００トン、上天草・宇城水道企業団から約４,０００トン受水

している。 

令和３年３月末現在の当市の給水人口は２４，０３０人で、普及率は９

２．４５パーセントである。 

受水量並

びに給水

人口、普

及率、配



年間総配水量は２７５万９２３トン、一日平均配水量は７，５３６トン

で、年間の有収率は７９．２９パーセントとなっている。

（略） 

年間総配水量は２８５万６，３７７トン、一日平均配水量は７，８４２

トンで、年間の有収率は７８．３３パーセントとなっている。 

（略） 

水量及び

有収率の

更新

56 項 22 行 

イ 下水道処理施設 

（ア）公共下水道 

当市の公共下水道は、松島町阿村地区及び合津地区の一部において、下

水道の整備（処理面積１８８ヘクタール、計画人口３，３００人）を行い、

公共水域の保全、生活環境の向上及び地域の衛生管理に努めているところ

である。 

下水道施設については、平成４年の供用開始から３３年が経過している

ことから、施設の老朽化対策や改築・更新を行い、機能を維持していく必

要がある。 

（略） 

イ 下水道処理施設 

（ア）公共下水道 

当市の公共下水道は、松島町阿村地区及び合津地区の一部において、下

水道の整備（処理面積１８８ヘクタール、計画人口４，２２０人）を行い、

公共水域の保全、生活環境の向上及び地域の衛生管理に努めているところ

である。 

下水道施設については、平成４年の供用開始から２９年が経過している

ことから、施設の老朽化対策や改築・更新を行い、機能を維持していく必

要がある。 

（略） 

下水計画

人口及び

供用年数

の更新

57 項 21 行 

ウ 廃棄物処理施設 

（ア）ごみ処理施設 

（略） 

また、ごみ処理施設は、老朽化に伴い、新たな施設の整備 が進めら

れている。新たな施設の整備については、中継処理施設 も含めて、

天草広域連合及び構成市町と密に協議・調整を行いながら、事業を進めて

いく必要がある。 

ウ 廃棄物処理施設 

（ア）ごみ処理施設 

（略） 

また、ごみ処理施設は、老朽化に伴い、新たな施設の整備計画が進めら

れている。新たな施設の整備については、中継処理施設の検討も含めて、

天草広域連合及び構成市町と密に協議・調整を行いながら、事業を進めて

いく必要がある。 

ごみ処理

施設に係

る現況の

更新

58 項 12 行 

オ 消防施設 

当市の消防体制は、天草広域連合による常備消防と上天草市消防団の非

常備消防により成り立っており、前者において、当市には天草広域連合北

消防署、松島分署、東天草分署の１署２分署が設置されており、後者にお

いては、格納庫が５９棟、積載車等が６０台配置され、常備消防と非常備

消防が連携し任務に当っている。 

オ 消防施設 

当市における消防及び救急体制については、天草広域連合北消防署（署

員２３人）・松島分署（１０人）・東天草分署（１０人）の１署２分署で全

署員４３名が配置され、消防自動車３台、高規格救急車３台、救急車１台

が配備されている。 

消防団は、現在、２０分団の９９０人となっている。消防活動に当たっ

消防施設

に係る現

況の更新



消防水利については、防火水槽が２８６基、消火栓が２６４基整備され

ているが、その充足率は地域によってばらつきがある。

ては、消防署と消防団が連携して取り組んでいる。積載車について、当市

においては小型ポンプ付積載車５９台、資材車１台を配備している。 

消防水利は、防火水槽が２８７基、消火栓が２６２基整備され、施設は

年々充実しているが、その充足率は地域によってばらつきがある。また、

消防施設の老朽化が著しく進行しており、機能を維持するため、計画的な

修繕等が必要である。 

加えて、若者の市外への流出が起因し、消防団の担い手が不足しており、

高齢化が進行している。 

救急医療体制について、天草広域連合及び医療機関と連携して、体制の

強化・充実を図る必要がある。

58 項 21 行 

カ 公営住宅 

当市は、現在２７７戸の市営住宅を管理し、低額所得者の居住の確保に

努めている。多くの市営住宅は、昭和４０年代に建設されており、老朽化

に伴う建物の劣化等が著しい。 

（略） 

カ 公営住宅 

当市は、現在２７８戸の市営住宅を管理し、低額所得者の居住の確保に

努めている。多くの市営住宅は、昭和４０年代に建設されており、老朽化

に伴う建物の劣化等が著しい。 

（略） 

市営住宅

戸数の更

新

58 項 31 行 

キ 老朽危険空家 

当市は、実態調査の結果、１，８９１戸の空家が確認された。このうち、

倒壊や建築材の飛散など危険性が高いと判定された建物が３４４戸、当面

の危険性はないが、損傷が激しいと判定された建物が４２３戸となってい

る。これらは現時点で、適切な維持管理がなされていない建物の可能性が

高く、このまま適切な管理が行われず放置された場合、倒壊のおそれなど、

周囲に影響を及ぼすことが高いと予想される。 

このため、老朽危険空家の管理責任が所有者にあることを踏まえ、空家

等対策の推進に関する特別措置法に基づく取組を行う必要がある。 

キ 老朽危険空家 

当市は、実態調査の結果、１，２５８戸の空家が確認された。このうち、

倒壊や建築材の飛散など危険性が高いと判定された建物が１１４戸、当面

の危険性はないが、損傷が激しいと判定された建物が７４戸となっている。

これらは現時点で、適切な維持管理がなされていない建物の可能性が高く、

このまま適切な管理が行われず放置された場合、倒壊のおそれなど、周囲

に影響を及ぼすことが高いと予想される。 

このため、老朽危険空家の管理責任が所有者にあることを踏まえ、空家

等対策の推進に関する特別措置法に基づく取組みを行う必要がある。 

空家戸数

及び文言

の修正 



60 項 16 行 

ウ 廃棄物処理施設 

（ア）ごみ処理施設 

新たな処理施設の整備については、効率的なごみ処理を可能とする施設

整備を目指し、中継処理施設 も含めて、天草広域連合及び構成市町

と密に協議・調整を行う。 

（略） 

ウ 廃棄物処理施設 

（ア）ごみ処理施設 

新たな処理施設の整備については、効率的なごみ処理を可能とする施設

整備を目指し、中継処理施設の検討も含めて、天草広域連合及び構成市町

と密に協議・調整を行う。 

（略） 

ごみ処理

施策の更

新

60 項 25 行 

（イ）し尿処理施設 

老朽化が進行しているし尿処理施設については、定期的な清掃やメンテ

ナンスを行い、必要に応じ補修又は更新を行う。 

（略） 

（イ）し尿処理施設 

老朽化が進行しているし尿処理施設については、定期的な清掃やメンテ

ナンスを行い、必要に応じ補修 を行う。 

（略） 

し尿処理

施策の更

新

61 項 5 行 

エ 火葬場 

当市の火葬場は、令和元年度に大規模改修を実施し、上天草市公共施設

等総合管理計画での改築予定である２０３８年まで施設の維持管理と長寿

命化を図る。 

また、令和６年度からの運営については、効率的かつ経済的な管理・運

営を行うため指定管理者制度を導入し、火葬業務の効率性及び経済性の向

上を図っている。

エ 火葬場 

当市の火葬場は、令和元年度に大規模改修を実施し、上天草市公共施設

等総合管理計画での改築予定である２０３８年まで施設の維持管理と長寿

命化を図る。 

また、令和３年度からの運営については、効率的かつ経済的な管理・運

営を行うため業務委託を行っているが、今後はＰＦＩや指定管理者制度導

入等の効率的な事業手法の見直しを進め、火葬業務の効率性及び経済性の

向上を図る。

火葬場運

営施策の

更新

61 項 10 行 

オ 消防施設 

当市は、消防需要に対応するため、常備消防としては、天草広域連合を

通じて、現有する消防設備・機材の更新等を行いつつ、非常備消防として

は、格納庫の建替えや消防資機材等を更新し、施設の機能強化及び消防力

の向上を図る。 

消防水利については、不足する地域には計画的に消火栓等を整備してい

く。 

オ 消防施設 

当市では、消防施設として防火水槽が２８７基、消火栓が２６２基整備

されているが、家屋がまばらに点在した地域があることから、消防施設の

充足率は地域ごとにばらつきがある。このため、令和３年度において充足

率８０パーセントを目指し、整備計画を立て、順次整備を行っていく。特

に、整備に当たっては、施設に塩害対策を講ずる必要がある。 

消防団の拠点施設については、消防団員の機動力の向上を図るため、消

防ポンプ格納庫を整備する。 

消防施策

の更新



救急医療体制について、天草広域連合と連携して、高規格救急車の配備

及び救急救命士の育成を行うとともに、医療機関と連携して体制の強化・

充実を図る。また、高齢化が進行する中、災害弱者を救済する目的で整備

する緊急通報システムを導入し、市民の安全・安心な暮らしを守る。

62 項 5 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

５ 生

活環境

の整備 

（１）水道

施設 

上水道 建設改良事業 上天

草市

（２）下水

処理施設 

（略） 

その他 コミュニティプラント管理

事業 

上天

草市

浄化槽設置助成事業 上天

草市

補助金 

生活排水路整備事業 上天

草市

（３）廃棄

物処理施設

（略） 

し 尿 処 上天草市衛生施設組合運営 一部 負担金 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

５ 生

活環境

の整備 

（１）水道

施設 

上水道 上天草市水道事業 上天

草市

（２）下水

処理施設 

（略） 

その他 コミュニティプラント管理

事業 

上天

草市

浄化槽設置助成事業 上天

草市

補助金 

（新設） （新

設）

（新設）

（３）廃棄

物処理施設

（略） 

し 尿 処 上天草市衛生施設組合運営 一部 負担金 

1 事業内

容 の 修

正、3事業

内容の削

除及び新

たな 7 事

業内容の

追加



理施設 管理費 事務

組合

し尿処理事務事業 上天

草市

（略） 

（５）消防

施設 

（削る） （削

る）

（削る）

消防小型ポンプ購入事業 上天

草市

消防小型ポンプ積載車購入

事業 

上天

草市

消防格納庫建設事業 上天

草市

消防消火栓設置事業 上天

草市

天草広域連合消防費負担金 広域

連合

負担金 

（６）公営

住宅 

公営住宅等ストック総合改

善事業 

上天

草市

（削る） （削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削る） （削

る）

（削る）

（８）その 上天草市老朽危険空家等除 上天 補助金 

理施設 管理費 事務

組合

（新設） （新

設）

（新設）

（略） 

（５）消防

施設 

消防施設整備事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（６）公営

住宅 

公営住宅等ストック総合改

善事業 

上天

草市

（７）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

防災・防

犯 

防災管理事務事業 上天

草市

（８）その 上天草市老朽危険空家等除 上天 補助金 



他 却促進事業 草市 他 却促進事業 草市

63 項 5 行 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

ごみ処理施設については、中継処理施設 も含めて、天草広域連合

及び構成市町と協議・調整し、施設の計画的な更新・改修等を行い、施設

の長寿命化を図る。また、ごみ収集所については、定期的に点検・調査を

実施しつつ、計画的に修繕を進め、適切な維持管理を行っていく。 

（略） 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

ごみ処理施設については、中継処理施設の検討も含めて、天草広域連合

及び構成市町と協議・調整し、施設の計画的な更新・改修等を行い、施設

の長寿命化を図る。また、ごみ収集所については、定期的に点検・調査を

実施しつつ、計画的に修繕を進め、適切な維持管理を行っていく。 

（略） 

ごみ処理

施設施策

の更新

64 項 10 行 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

【方針】 

（略） 

地域福祉について、高齢者は、地域において安心して生活できるよう支

援を受ける側となるばかりでなく、地域とのつながりを持ち、「地域社会を

支える担い手」として社会参加していくことが肝要である。高齢者世代の

割合が４割を超える当市において、地域で社会参加に意欲的な高齢者の知

識・技術・経験を積極的に生かすことができるよう、活動の場や機会の確

保が必要である。 

児童、母子父子福祉について、安心してこどもを産み、育てるための保

育施設、子育て支援センター等が連携し、保育サービス、相談支援等を充

実させ、ふれあいのある子育て環境づくりを推進する。 

（略） 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

【方針】 

（略） 

地域福祉について、高齢者は、地域において安心して生活できるよう支

援を受ける側となるばかりでなく、地域とのつながりを持ち、「地域社会を

支える担い手」として社会参加していくことが肝要である。高齢者世代の

割合が４割を超える本市において、地域で社会参加に意欲的な高齢者の知

識・技術・経験を積極的に生かすことができるよう、活動の場や機会の確

保が必要である。 

児童、母子父子福祉について、安心して子どもを産み、育てるための保

育施設、子育て支援センター等が連携し、保育サービス、相談支援等を充

実させ、ふれあいのある子育て環境づくりを推進する。 

（略） 

文言の修

正

65 項 6 行 

イ 児童福祉施設 

近年、少子化が進む中、当市においても児童数は大幅に減少しているも

のの、各年代において入所率は上昇傾向にある。

（略） 

イ 児童福祉施設 

近年、少子化が進む中、当市においても児童数は大幅に減少しているも

のの、３歳未満児等の入所は増加傾向にあることから、入所者の減少は小

幅に止まっている。

児童福祉

施設入所

状況の更

新 



65 項 13 行 私立保育所及び私立認定こども園については、１３施設中６施設が昭和

４０年代後半から５０年代に建設されており、老朽化が著しい施設につい

ては、修繕・改築等が必要な時期となっている。 

また、私立保育所及び私立認定こども園が運営する放課後児童クラブに

ついては、園舎に併設された施設で実施されており、同様に老朽化が課題

となっている。 

（略） 

私立保育所及び私立認定子ども園については、１３施設中６施設が昭和

４０年代後半から５０年代に建設されており、老朽化が著しい施設につい

ては、修繕・改築等が必要な時期となっている。 

また、私立保育所及び私立認定子ども園が運営する放課後児童クラブに

ついては、園舎に併設された施設で実施されており、同様に老朽化が課題

となっている。 

文言の修

正

65 項 28 行 

66 項 13 行 

ウ その他 

（略） 

児童、母子父子福祉について、当市のひとり親家庭は市外への転出等に

より減少傾向にあり、令和７年４月１日現在、母子世帯１６６世帯・父子

世帯１５世帯である。近年、家庭環境の多様化に伴い児童虐待やネグレク

ト等の養護相談及び育児相談内容が複雑化し、家族の養育能力の再生・強

化を目指した家庭への支援が必要となっている。 

障がい者福祉について、障がい児・者は、令和７年３月末現在で２，１

５２人（身体障害者手帳所持者１，４７０人、療育手帳所持者３９４人、

精神保健福祉手帳所持者２８８人）で、その数は減少しているが、総人口

における障がい児・者の割合は横ばいである。当市では、障がい者本人及

び家族の経済的・精神的等の負担軽減を図り、自立と社会参加に向けて就

業機会を創出する取組が求められている。 

（略） 

健康増進について、第３期健康づくり推進計画に基づき、乳幼児から老

年期のライフステージにおける健康に関する課題を解決するなど、市民が

いつも健康で、生涯にわたり安心して暮らせるよう保健サービスを提供す

る必要がある。 

ウ その他 

（略） 

児童、母子父子福祉について、当市のひとり親家庭は市外への転出等に

より減少傾向にあり、令和３年４月１日現在、母子世帯２０５世帯・父子

世帯１７世帯である。近年、家庭環境の多様化に伴い児童虐待やネグレク

ト等の養護相談及び育児相談内容が複雑化し、家族の養育能力の再生・強

化を目指した家庭への支援が必要となっている。 

障がい者福祉について、障がい児・者は、令和３年３月末現在で２，３

８３人（身体障害者手帳所持者１，７４６人、療育手帳所持者３６６人、

精神保健福祉手帳所持者２７１人）で、その数は減少しているが、総人口

における障がい児・者の割合は横ばいである。当市では、障がい者本人及

び家族の経済的・精神的等の負担軽減を図り、自立と社会参加に向けて就

業機会を創出する取組が求められている。 

（略） 

健康増進について、第２期の健康づくり推進計画に基づき、乳幼児から

老年期のライフステージにおける健康に関する課題を解決するなど、市民

がいつも健康で、生涯にわたり安心して暮らせるよう保健サービスを提供

する必要がある。 

ひとり親

世帯数及

び 障 害

者・児数

の更新 

健康づく

り推進計

画名の更

新



66 項 28 行 

イ 児童福祉施設 

令和７年３月に策定した「上天草市こども計画（令和７年度～１１年度）」

に基づき、保育サービスの質と量を確保し、質の高い取組を推進するとと

もに、仕事と生活のバランスがとれた子育て世代の働きやすい環境、こど

もと子育て家庭が安全・安心に生活できる環境を整える。 

（略） 

イ 児童福祉施設 

令和２年３月に策定した「上天草市子ども・子育て支援事業計画（令和

２年度～６年度）」に基づき、保育サービスの質と量を確保し、質の高い取

組を推進するとともに、仕事と生活のバランスがとれた子育て世代の働き

やすい環境、子どもと子育て家庭が安全・安心に生活できる環境を整える。

（略） 

子育て支

援計画名

の更新及

び文言の

修正

67 項 21 行 

ウ その他 

（略） 

児童、母子父子福祉について、女性相談支援員（母子父子自立支援員兼

任）及び家庭児童相談員を配置し、関係機関と連携を図りながら、家庭に

おける適切な児童養育やひとり親家庭への相談、支援を行う。 

障がい者福祉について、令和６年３月に策定した「第７期上天草市障が

い福祉計画（令和６年度～令和８年度）」及び「第３期上天草市障がい児福

祉計画（令和６年度～令和８年度）」に基づき、障がい児・者に対する障害

福祉サービスを提供し、障がい者が地域社会の中で安心して日常生活を送

ることができ、社会参加や就業により自立した生活ができるよう支援を行

う。 

（略） 

ウ その他 

（略） 

児童、母子父子福祉について、婦人相談員（母子父子自立支援員兼任）

及び家庭児童相談員を配置し、関係機関と連携を図りながら、家庭におけ

る適切な児童養育やひとり親家庭への相談、支援を行う。 

障がい者福祉について、令和３年３月に策定した「上天草市障がい福祉

計画（第６期障がい福祉計画（令和３年度～令和５年度））」に基づき、障

がい児・者に対する障害福祉サービスを提供し、障がい者が地域社会の中

で安心して日常生活を送ることができ、社会参加や就業により自立した生

活ができるよう支援を行う。 

（略） 

文言の修

正及び障

がい福祉

計画名の

更新

68 項 6 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体
備考

６ 子

育て環

境の確

保、高 

（１）児童福

祉施設 

保育所 教良木保育所 上天

草市

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体
備考

６ 子

育て環

境の確

保、高 

（１）児童福

祉施設 

保 育 所

等

教良木保育所 上天

草市

1 事業名

（施設名



齢者等

の保健

及び福

祉の向

上及び

増進 

龍ヶ岳保育所 上天

草市

（削る） （削

る）

（削

る）

（略） 

（８）過疎地

域持続的発展

特別事業 

 児 童 福

祉 

家庭児童相談員事業 

（上天草市福祉事務所内

に家庭児童相談員を置

き、こどもの養育や児童

虐待等の様々な相談に応

じることで、すべてのこ

どもが心身ともに健やか

に育ち、その持てる力を

最大限に発揮できるよう

に家庭等を支援し、問題

解決を図る。）

上天

草市

女性相談支援員事業 

（要保護女子の発見に努

め、相談に応じるととも

に、解決に向けた援助及

び指導を行うことによ

り、生活困窮、ＤＶ等の

問題の早期解決、自立の

上天

草市

齢者等

の保健

及び福

祉の向

上及び

増進 

龍ヶ岳保育所 上天

草市

子ども未来館 上天

草市

（略） 

（８）過疎地

域持続的発展

特別事業 

 児 童 福

祉 

家庭児童相談員事業 上天

草市

婦人相談員事業 上天

草市

）の修正

並びに 50

事業内容

の修正、3

事業内容

の削除及

び新たな

3 事業内

容の追加



促進及び女性の生活向上

を図る。）

延長保育事業 

（就労形態の多様化に伴

い、保育認定を受けた児

童が、通常の利用日や通

常の時間帯以外の時間に

おいて、保育所等で引き

続き保育を実施すること

で、安心して子育てがで

きる環境を整備し、児童

福祉の向上を図る。）

上天

草市

障害児保育事業 

（保育の利用を必要と

し、かつ障害を有する児

童に対し必要な保育を行

うことにより、障害児の

心身の成長発達を促すと

ともに、社会生活に必要

な基礎的能力を養い、障

害児の福祉の増進を図

る。）

上天

草市

病児・病後児保育事業 

（保護者が就労している

場合等において、病気の

回復期にある等の児童を

上天

草市

延長保育事業 上天

草市

障害児保育事業 上天

草市

病児・病後児保育事業 上天

草市



適切な処遇が確保される

施設において、一時的に

預かることにより、当該

児童の保護者の子育てと

就労等の両立を支援する

とともに児童の健全な育

成を図る。）

広域利用施設型給付事業 

（保護者の労働等の理由

により保育の利用を必要

とする児童のうち、里帰

り出産や勤務地等の理由

により他市町村での保育

を必要とする者への保育

の実施をすることで、当

該対象者の養育の負担軽

減を図る。）

上天

草市

私立保育園施設型給付事

業 

（保護者の労働等の理由

により保育の利用を必要

とする児童を保育所等で

保育することで、保護者

の子育てと仕事等の両立

を図り、安心して子育て

ができる環境を整える。）

上天

草市

広域利用施設型給付事業 上天

草市

私立保育園施設型給付事

業 

上天

草市



地域子育て支援拠点事業 

（こども同士、親同士が

日常的に交流できる場を

見出すことが難しくなっ

てきた現在社会におい

て、子育て親子の交流の

場、子育て等に関する相

談及び地域の子育て関連

の情報提供等を行うこと

で子育てしやすい環境を

醸成する。）

上天

草市

地域療育通園事業 

（発達障がいのあるこど

もが将来困らないように

適切な指導訓練の実施、

就学がスムーズにできる

ように関係機関との調整

や保護者支援を行い、負

担軽減を図る。） 

上天

草市

子育て短期支援事業 

（児童の養育が疾病等の

社会的な事由により、一

時的に困難となった場合

に短期的に児童を預かり

養育を行うことで、これ

上天

草市

地域子育て支援拠点事業 上天

草市

こども未来館運営管理事

業 

上天

草市

子育て短期支援事業 上天

草市



らの児童及びその家庭の

福祉の向上を図る。）

地域活動保育事業 

（保護者が労働等により

昼間家庭にいない小学校

に就学している児童（低

学年等）に対し、授業終

了後に児童の安全等の見

守りを行い、こどもの健

全な育成を図る。）

上天

草市

放課後児童健全育成事業 

（保護者が労働等により

昼間家庭にいない小学校

に就学している児童に対

し、授業終了後に適切な

遊び及び生活の場を提供

して児童の健全育成を図

る。）

上天

草市

ファミリー・サポートセ

ンター事業 

（乳幼児や小学生の児童

を有する労働者や主婦等

のうち、児童の預かり等

の援助を受けたい者と当

該援助を行いたい者の連

絡、調整を行い、地域に

上天

草市

地域活動保育事業 上天

草市

放課後児童健全育成事業 上天

草市

ファミリー・サポートセ

ンター事業 

上天

草市



おける育児の相互援助活

動を推進し、子育てしや

すい環境づくりを図る。）

児童手当支給事業 

（児童を養育している保

護者等（受給者）に児童

の年齢及び受給者の所得

に応じて手当を支給する

ことにより、家庭等にお

ける生活の安定に寄与す

るとともに次代の社会を

担う児童の健やかな成長

に資する。）

上天

草市

子ども医療費助成事業 

（こどもの医療費の一部

負担金を助成することに

より、子育て世帯の経済

的負担を軽減するととも

に、こどもの疾病の早期

治療を促進し、その健康

の保持及び健全な育成と

子育て支援を図る。）

上天

草市

児童扶養手当支給事業 

（ひとり親家庭等の父母

及びその父母に監護され

ている児童が育成される

上天

草市

児童手当支給事業 上天

草市

子ども医療費助成事業 上天

草市

児童扶養手当支給事業 上天

草市



家庭の生活の安定と自立

の促進に寄与するために

手当を支給し、もって児

童の健全育成の促進を図

る。）

ひとり親家庭等医療費助

成事業 

（ひとり親家庭等の父母

及びそのこどもの医療費

を助成することにより、

ひとり親家庭等の健康保

持に助力し、もって就業

による経済的自立と家庭

生活の安定を図る。）

上天

草市

ひとり親家庭等日常生活

支援事業 

（ひとり親家庭におい

て、病気、就学、冠婚葬

祭等の理由により日常生

活に支障が生じた場合

に、生活援助及び保育の

提供を行うことにより、

自立促進及び生活の安定

を図る。）

上天

草市

母子家庭自立支援給付金

事業 

上天

草市

ひとり親家庭等医療費助

成事業 

上天

草市

ひとり親家庭等日常生活

支援事業 

上天

草市

母子家庭自立支援給付金

事業 

上天

草市



（離婚等により新たにひ

とり親になった世帯を対

象に生活支援を行い、子

育て支援を図る。また、

ひとり親家庭の親が、就

職に有利な資格及び生活

の安定に資する資格を取

得する場合において、修

業期間中の生計の援助を

図る。）

保育補助者雇上強化事業 

（保育士資格を持たない

保育所等に勤務する保育

士の援助を行う者（保育

補助者）を雇上げること

により、保育士の業務負

担を軽減し、保育士の離

職防止を図る。）

上天

草市

保育体制強化事業 

（地域住民や子育て経験

者などの地域の多様な人

材を保育に係る周辺業務

に活用し保育士の負担を

軽減することによって、

保育の体制を強化し、保

育士の就業継続及び離職

上天

草市

保育補助者雇上強化事業 上天

草市

保育体制強化事業 上天

草市



防止や児童の園外活動時

の安全管理を図る。）

（削る） （削

る）

（削

る）

子育て世帯就学・進学応

援給付金事業 

（少子化対策として、子

育て世帯への経済的支援

を強化するため、こども

の成長に伴い経済的負担

が増加する小中学校入学

時の支援として、子育て

世帯へ給付金を支給し、

経済的負担の軽減及び移

住定住の促進を図る。） 

上天

草市

妊婦のための支援給付金

事業 

（「妊婦のための支援給

付」及び妊婦・その配偶

者等に対して面談等によ

り情報提供や相談等を行

う「妊婦等包括相談支援」

の両事業を効果的に組み

合わせて実施することに

より、妊婦等の身体的、

上天

草市

新型コロナウイルス感染

拡大防止事業（児童施設

費措置費） 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設） 

（新設） （新

設）

（新

設） 



精神的ケア及び経済的支

援を図る。） 

私立保育所等整備事業 

（私立保育所等の新設、

改築、修繕等の施設整備

の実施に対し、国・市の

補助を活用して安全な環

境に整備し、保育環境の

向上を図る。） 

上天

草市

高 齢 者

・障害者

福祉 

敬老行事事業 

（健康意識の低下や地域

との絆の希薄化に対処す

るため、敬老行事を実施

する地区への補助を実施

することで、介護給付費

及び医療費の抑制を図

る。）

上天

草市

在宅高齢者安心生活支援

事業 

（一人暮らしの高齢者等

の緊急時に対処するた

め、緊急通報装置を活用

し、２４時間体制で相談

対応を実施することで、

安心した生活をすること

への支援を図る。）

上天

草市

（新設） （新

設）

（新

設） 

高 齢

者・障害

者福祉 

敬老行事事業 上天

草市

在宅高齢者安心生活支援

事業 

上天

草市



住宅改造助成事業（老人）

（住み慣れた家での生活

を継続する上で、介護負

担の増加に対処するた

め、住宅改修に係る費用

の補助を実施すること

で、安心した生活への支

援と介護者の介護負担の

軽減を図る。）

上天

草市

老人クラブ活動等事業 

（高齢者の社会的孤立や

生きがいづくりの機会喪

失等に対処するため、上

天草市老人クラブ連合会

が実施する「高齢者の生

きがいと健康づくりを推

進する事業」の経費につ

いて補助金の交付を実施

することで、明るい長寿

社会の実現と高齢者の保

健福祉の向上及び生きが

いと健康づくりの創出を

図る。）

上天

草市

高齢者等の生活支援事業 

（突発的、一時的に居宅

での生活が困難な状況に

上天

草市

住宅改造助成事業（老人） 上天

草市

老人クラブ活動等事業 上天

草市

高齢者等の生活支援事業 上天

草市



対処するため、老人福祉

施設等に宿泊する等の支

援を実施することで、高

齢者の体調の維持・回復

を図る。）

シルバー人材センター活

動等事業 

（高齢者の就業を通じた

生きがいづくりに対処す

るため、上天草市シルバ

ー人材センターの活動に

対し補助を実施すること

で、高齢者の就業の機会

の増大による福祉の発展

を図る。）

上天

草市

社会福祉施設管理事業 

（高齢者からの相談対応

や健康増進、教養の向上

及びレクリエーションの

場の確保に対処するた

め、老人福祉センター等

の維持・管理を実施する

ことで、高齢者が安心し

て暮らせる環境の整備と

老人福祉の向上を図る。）

上天

草市

障害福祉事業 上天  

シルバー人材センター活

動等事業 

上天

草市

社会福祉施設管理事業 上天

草市

障害福祉事業 上天  



（障害者に係る各協会等

に対処するため、各協会

等への会議出席又は負担

金の負担を実施すること

で、障害者の福祉の向上

を図る。）

草市

身体障害者補装具交付事

業 

（補装具を必要とする障

害者手帳等所持者に対処

するため、公費による補

装具支給を実施すること

で、安心安全な生活を図

る。）

上天

草市

自立支援医療（更生医

療・育成医療）給付事業 

（障害者の特定の疾病に

対処するため、更生医療

費及び育成医療費の給付

を実施することで、障害

者の福祉の向上を図る。）

上天

草市

住宅改造助成事業（障害

者） 

（住宅改造を必要とする

障害者に対処するため、

障害者が居住する住宅の

上天

草市

草市

身体障害者補装具交付事

業 

上天

草市

自立支援医療（更生医

療・育成医療）給付事業 

上天

草市

住宅改造助成事業（障害

者） 

上天

草市



改造を実施することで、

安全な住環境にすること

を図る。）

重度心身障害者医療費助

成事業 

（重度心身障害者の疾病

の悪化等に対処するた

め、医療費助成を実施す

ることで、安定的な医療

を受けることを図る。）

上天

草市

福祉手当支給事業 

（重度の障害者及び障害

児を在宅で介護する経済

的負担に対処するため、

福祉手当の支給を実施す

ることで、介護者等の負

担軽減を図る。）

上天

草市

障害者自立支援事業 

（障害者及び障害児の日

常生活や社会生活に対処

するため、障害福祉サー

ビス等の給付を実施する

ことで、障害者及び障害

児の福祉の向上を図る。）

上天

草市

障害者地域生活支援事業 

（障害者及び障害児の日

上天

草市

重度心身障害者医療費助

成事業 

上天

草市

福祉手当支給事業 上天

草市

障害者自立支援事業 上天

草市

障害者地域生活支援事業 上天

草市



常生活や社会生活に対処

するため、日常生活用具

の給付やサービスの給付

等を実施することこと

で、障害者及び障害児の

福祉の向上を図る。）

（削る） （削

る）

（削

る）

避難行動要支援者避難支

援事業 

（災害対策基本法に基づ

き、有事の際に要支援者

の避難に対処するため、

避難行動要支援者名簿の

整備を実施することで、

個別避難計画の内容充実

を図る。）

上天

草市

 健 康 づ

くり 

母子保健事業 

（妊娠期から子育て期に

わたり切れ目のない支援

を行うために、保健師等

が相談に応じ、妊産婦の

子育てを支援する事業を

実施することで、安心し

て妊娠及び育児ができ

る。）

上天

草市

自殺対策事業 上天

草市

避難行動要支援者避難支

援事業 

上天

草市

 健 康 づ

くり 

母子保健事業 上天

草市



乳幼児健康診査事業 

（母子保健法第１２条及

び第１３条に基づく、乳

幼児健康診査を実施し、

乳幼児の心身の健全な育

成を支援する。）

上天

草市

未熟児養育医療給付事業 

（母子保健法第６条第６

項に規定する未熟児で、

生後速やかに適切な処置

を講ずるための指定医療

機関において必要な医療

給付を行うことで、新生

児の健全な育成を目指

す。）

上天

草市

歯科保健事業 

（妊娠期から子ども（乳

幼児期から学童期）の歯

科保健の向上を図るため

に事業を展開し、むし歯

保有率及び本数の減少、

さらに、早産及び低体重

児出生の減少を図る。）

上天

草市

健康教育事業 

（健康増進法第４条に基

づき、生活習慣等の予防

上天

草市

乳幼児健康診査事業 上天

草市

未熟児養育医療給付事業 上天

草市

歯科保健事業 上天

草市

健康教育事業 上天

草市



等において、正しい知識

の普及啓発のため健康教

育を実施することで、健

康意識の向上を図る。）

健康診査事業 

（健康増進法第９条に基

づき、疾病を早期に発見

し、早期に治療すること

で重症化を予防するた

め、各種がん検診・結核

検診・生活習慣病健診等

を実施することで、健康

の保持増進を図る。）

上天

草市

訪問指導事業 

（健康増進法第１７条に

基づき、保健師、栄養士

が健診後重症化しやすい

方に対し、家庭に訪問し

保健指導を実施すること

により、生活習慣病の発

症及び重症化予防につな

げる。）

上天

草市

予防接種事業 

（予防接種法に基づく予

防接種の実施及び任意の

予防接種に対する助成を

上天

草市

健康診査事業 上天

草市

訪問指導事業 上天

草市

予防接種事業 上天

草市



行うことで、疾病の重症

化の予防及びまん延防止

を図る。）

スパ・タラソ天草管理事

業 

（施設の効率的な運営に

対処するため、地方自治

法第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者制

度を導入し、指定管理者

が施設の運営を実施する

ことで、施設管理に係る

人件費の削減及び業務効

率化を図る。）

上天

草市

妊婦等包括相談等相談支

援事業 

（妊娠時から妊産婦等に

寄り添い、出産・育児等

の見通しを立てるための

面談や継続的な情報発信

等を行うとともに、必要

な支援につなぐ伴走型相

談支援の推進を図ること

で、全ての妊婦等が安心

して出産・子育てができ

る。） 

上天

草市

スパ・タラソ天草管理事

業 

上天

草市

伴走型相談支援及び出

産・子育て応援給付金の

一体的実施事業 

上天

草市



健康ポイント事業 

（市民の生活習慣病重症

化や医療費増加に対処す

るため、健康への意識付

けとなる健康ポイントを

付与する事業を実施する

ことで、市民の生活習慣

の見直しにつながり、健

診の受診率向上や医療費

抑制を図る。）

上天

草市

新型インフルエンザ等事

業 

（上天草市新型インフル

エンザ等対策行動計画に

基づき迅速に行動するこ

とで、新型インフルエン

ザ等の感染拡大を可能な

限り抑制し、市民の生命

及び健康を保護する。）

上天

草市

（９）その他 スパ・タラソ天草施設設

備改修事業 

上天

草市

健康ポイント事業 上天

草市

新型インフルエンザ等事

業 

上天

草市

（９）その他 交流センター改修事業 上天

草市



77 項 13 行 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

児童福祉施設については、２施設を有しており、平成３０年４月に教良

木保育園、平成３１年４月に龍ヶ岳保育園を新設しており、

計

画的に更新・改修等を行うことで、施設の長寿命化を図る。 

市保健センターについては、平成２５年度に新設しており、日常の清掃

活動や施設及び各設備の劣化等の早期発見・早期対応に努め、適切な維持

管理を行っていく。 

上天草市交流センタースパ・タラソ天草については、本体建物及び設備

機器等の老朽化が進行しており、修繕、改修等に要するコストが急激な増

加傾向にある。このため、令和５年度に策定した上天草市交流センタース

パ・タラソ天草長寿命化計画及び上天草市公共施設等総合管理計画アクシ

ョンプラン（個別施設計画）を基に計画的な施設の更新・改修等を行うこ

とで、施設の長寿命化を図る。

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

児童福祉施設については、３施設を有しており、平成３０年４月に教良

木保育園、平成３１年４月に龍ヶ岳保育園を新設しており、その他の施設

も定期的に点検・診断等を実施し、個別に維持管理等の計画を策定し、計

画的に更新・改修等を行うことで、施設の長寿命化を図る。 

市保健センターについては、平成２５年度に新設しており、日常の清掃

活動や施設及び各設備の劣化等の早期発見・早期対応に努め、適切な維持

管理を行っていく。 

市営保育

所及びス

パ・タラ

ソに係る

現況及び

施策の更

新 

79 項 1 行 

（１）現況と問題点 

診療施設 

（ア）病院 

（略） 

平成２８年度に地域包括ケア病棟を設け、地域包括ケアシステムに沿っ

た医療体制を整え、収入確保を図りつつ、今後においても、二次救急医療

施設及びへき地医療拠点病院として近隣市町を含めた天草上島地域住民へ

の医療の確保を行っていくためには、計画的に医療機器を整備し、医療機

能の強化・充実を図る必要がある。また、

近年の情報技術の急速な発達に伴うＩＣＴ導入による、オンラインで

の非接触型の診療の導入に向けての整備を行っていく。 

（１）現況と問題点 

診療施設 

（ア）病院 

（略） 

平成２８年度に地域包括ケア病棟を設け、地域包括ケアシステムに沿っ

た医療体制を整え、収入確保を図りつつ、今後においても、二次救急医療

施設及びへき地医療拠点病院として近隣市町を含めた天草上島地域住民へ

の医療の確保を行っていくためには、計画的に医療機器を整備し、医療機

能の強化・充実を図る必要がある。また、新型コロナウイルス感染症の蔓

延、近年の情報技術の急速な発達に伴うＩＣＴ導入による、オンラインで

の非接触型の診療の導入に向けての整備を行っていく。 

医療を取

り巻く環

境の更新



80 項 14 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

７ 医

療の確

保 

（１）診療

施設 

（略） 

診 療

所 

教良木診療所設備整備事

業 

上天

草市

湯島へき地診療所設備整

備事業 

上天

草市

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

７ 医

療の確

保 

（１）診療

施設 

（略） 

診 療

所 

教良木診療所設備整備事

業 

上天

草市

へき地診療所設備整備事

業 

上天

草市

1事業内

容の修正

80 項 18 行 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

病院について、当市において総合病院は市立病院しかない。この市立病

院は、築３０年以上が経過しており、老朽化に伴い、平成２５年には空調

換気設備等の大規模な改修を行っている。今後は、定期的な点検・診断等

を行い、計画的に更新・改修等を行い、整備に要する経費負担の平準化を

図る。また、適正な診療費の請求・徴収を行い、適切な経営管理に努める。

（略） 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

病院について、当市において総合病院は市立病院しかない。この市立病

院は、築３０年が経過しており、老朽化に伴い、平成２５年には空調換気

設備等の大規模な改修を行っている。今後は、定期的な点検・診断等を行

い、計画的に更新・改修等を行い、整備に要する経費負担の平準化を図る。

また、適正な診療費の請求・徴収を行い、適切な経営管理に努める。 

（略） 

市立病院

築後経過

年数の更

新



81 項 14 行 

９ 教育の振興 

【方針】 

（略） 

社会教育及び社会体育施設については、そのほとんどで老朽化が進んで

いる状況にあるため、緊急性や利用状況等を考慮した優先順位を付け、維

持補修等を行う必要がある。特に、図書館や公民館施設については、地域

の実情に応じ、議会や住民等の意見を傾聴しつつ、利用状況等を踏まえ、

施設改修や新築整備等を行っていく必要がある。 

９ 教育の振興 

【方針】 

（略） 

社会教育及び社会体育施設については、そのほとんどで老朽化が進んで

いる状況にあるため、緊急性や利用状況等を考慮した優先順位を付け、維

持補修等を行う必要がある。特に、図書館や公民館施設については、地域

の実情に応じ、議会や住民等の意見を拝聴しつつ、利用状況等を踏まえ、

施設改修や新築整備等を行っていく必要がある。 

文言の修

正

81 項 20 行 

81 項 28 行 

（１）現況と問題点 

ア 学校教育関連施設 

（ア）校舎 

令和７年度の小中学校の児童生徒数は１，３９６人（小学生９０８人、

中学生４８８人）であり、少子高齢化社会が進行し、減少傾向が続いてい

る。学校の小規模化による教育指導上の課題に対応するため、平成３０年

４月に第２期公立学校規模適正化基本計画を策定し、学校の統廃合を計画

的に進めている。 

（略） 

また、学校環境を取り巻く問題として、トイレ洋式化の低整備率が問題

視されていたことから現在改修を進めており、更なる学校環境の改善を図

る必要がある。 

情報教育環境については、国のＧＩＧＡスクール構想を実現するため、

令和２年度に児童生徒１人１台のタブレット端末と校内の高速大容量の通

信ネットワークを整備し、ＩＣＴを活用した学習に取り組んでいる。

また、

校務事務においてもＩＣＴを活用し、事務の効率化を図っている。 

（１）現況と問題点 

ア 学校教育関連施設 

（ア）校舎 

令和３年度の小中学校の児童生徒数は１，６７２人（小学生１，０７９

人、中学生５９３人）でり、少子高齢化社会が進行し、減少傾向が続いて

いる。学校の小規模化による教育指導上の課題に対応するため、平成３０

年４月に第２期公立学校規模適正化基本計画を策定し、学校の統廃合を計

画的に進めている。 

（略） 

また、学校環境を取り巻く問題として、トイレ洋式化の低整備率が問題

視されており、学校環境の改善を図る必要がある。 

情報教育環境については、国のＧＩＧＡスクール構想を実現するため、

令和２年度に児童生徒１人１台のタブレット端末と校内の高速大容量の通

信ネットワークを整備し、ＩＣＴを活用した学習に取り組んでいる。今後

は、校内での学習だけでなく、家庭学習での活用も検討している。また、

校務事務においてもＩＣＴを活用し、事務の効率化を図っている。 

児童生徒

数の更新

学校環境

及び学習

環境の更

新



82 項 5 行 

（イ）屋内運動場 

小中学校の屋内運動場は１５施設あり、それらの施設は昭和４０年代か

ら昭和５０年代に建設された物が多く、経年劣化が著しい。 

（略） 

（イ）屋内運動場 

小中学校の屋内運動場は１６施設あり、それらの施設は昭和４０年代か

ら昭和５０年代に建設された物が多く、経年劣化が著しい。 

（略） 

屋内運動

場数の更

新

82 項 18 行 

（エ）教職員住宅 

３３棟の教職員住宅を管理しているが、学校統廃合による教職員数の減

少と、施設の老朽化により入居者数が減少している。 

（略） 

（エ）教職員住宅 

５２棟の教職員住宅を管理しているが、学校統廃合による教職員数の減

少と、施設の老朽化により入居者数が減少している。 

（略） 

教職員住

宅数の更

新

83 項 9 行 

イ 集会施設、体育施設等 

（ア）体育施設 

（略） 

当市の社会体育施設は、供用が開始されて３０年以上経過した施設が多

く、老朽化により性能・機能が低下し、また、物理的に劣化していること

から、安全・信頼性が保たれず、一般利用に対応できない施設が多く存在

している。 

（略） 

イ 集会施設、体育施設等 

（ア）体育施設 

（略） 

当市の社会体育施設は、供用が開始されて２０年以上経過した施設が多

く、老朽化により性能・機能が低下し、また、物理的に劣化していること

から、安全・信頼性が保たれず、一般利用に対応できない施設が多く存在

している。 

（略） 

社会体育

施設築後

経過年数

の更新

83 項 17 行 

（イ）図書館 

  当市には、４つの町ごとに図書館を設置しており、それぞれの施設に

図書館司書を配置している。その中には施設の老朽化が進行しており、ま

た、ユニバーサルデザイン化もされていない施設もあるため、利用者の安

全かつ快適な利用に支障を来していることから、適切な改修が必要となっ

ている。 

なお、令和５年１０月に上天草市本と歴史の交流館イコットを新たに整

備したことから、特に老朽化が激しかった大矢野森記念図書館については

機能移管し、解体を行った。

（イ）図書館 

 当市には、４つの町ごとに図書館を設置しており、それぞれの施設に図

書館司書を配置している。そのうち、３施設は施設の老朽化が進行してお

り、また、ユニバーサルデザイン化もされていないため、利用者の安全か

つ快適な利用に支障を来していることから、適切な改修が必要となってい

る。 

なお、大矢野森記念図書館については、特に老朽化が激しいため解体し、

（仮称）新大矢野図書館を整備し、機能移管を行う予定である。

図書館に

係る現況

の更新



83 項 26 行 

（ウ）公民館 

 当市には、５の地区公民館を設置しており、それぞれの公民館において、

生涯学習や健康推進の活動等の公民館事業を実施している。しかし、施設

の老朽化が進行しており、また、バリアフリー化などの改修も一部にとど

まっており、利用者の安全かつ快適な利用に支障を来していることから、

適切な改修が必要となっている。 

（ウ）公民館 

 当市には、行政区ごとに１３の地区公民館を設置しており、それぞれの

公民館において、生涯学習や健康推進の活動等の公民館事業を実施してい

る。しかし、施設の老朽化が進行しており、また、バリアフリー化などの

改修も一部にとどまっており、利用者の安全かつ快適な利用に支障を来し

ていることから、適切な改修が必要となっている。 

地区公民

館数の修

正

85 項 16 行 

（イ）図書館 

市民の図書館に対するニーズを的確に把握し、老朽化や機能低下に対し

て、適切な日常管理と計画的な維持改修 に加

え、利用者の多様なニーズに対応するため、効率的かつ安全・信頼性のあ

る管理運営を継続して行う。 

（イ）図書館 

市民の図書館に対するニーズを的確に把握し、老朽化や機能低下に対し

て、適切な日常管理と計画的な維持改修、（仮称）新大矢野図書館整備に加

え、利用者の多様なニーズに対応するため、効率的かつ安全・信頼性のあ

る管理運営を継続して行う。 

図書館施

策の更新

85 項 23 行 

（ウ）公民館 

市民の公民館に対するニーズを的確に把握し、老朽化や機能低下に対し

て、適切な日常管理と計画的な維持改修に加え、利用者の多様なニーズに

対応するため、登立・上・中地区公民館の初期機能の水準を上回る改修を

行いながら、効率的かつ安全・信頼性のある管理運営を継続して行う。 

（ウ）公民館 

市民の公民館に対するニーズを的確に把握し、老朽化や機能低下に対し

て、適切な日常管理と計画的な維持改修に加え、利用者の多様なニーズに

対応するため の初期機能の水準を上回る改修を

行いながら、効率的かつ安全・信頼性のある管理運営を継続して行う。 

公民館の

機能水準

に係る比

較対象の

追加

86 項 5 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

８ 教

育の振

興 

（１）学校

教育関連施

設 

  校舎 （削る） （削

る）

（削る）

中南小学校校舎改築事業 上天  

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

８ 教

育の振

興 

（１）学校

教育関連施

設 

  校舎 上小学校校舎改築事業 上天

草市

中南小学校校舎改築事業 上天  

2 事業名

（施設名

）の削除



草市

（略） 

大矢野中学校校舎改築事業 上天

草市

登立小学校校舎改修事業 上天

草市

（削る） （削

る）

（削る）

上小学校校舎改修事業 上天

草市

中北小学校校舎改修事業 上天

草市

中南小学校校舎改修事業 上天

草市

維和小学校校舎改修事業 上天

草市

湯島小学校校舎改修事業 上天

草市

阿村小学校校舎改修事業 上天

草市

今津小学校校舎改修事業 上天

草市

姫戸小学校校舎改修事業 上天

草市

龍ヶ岳小学校校舎改修事業 上天

草市

草市

（略） 

大矢野中学校校舎改築事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

維和小学校校舎改修事業 上天

草市

上小学校校舎改修事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

中南小学校校舎改修事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

阿村小学校校舎改修事業 上天

草市

今津小学校校舎改修事業 上天

草市

姫戸小学校校舎改修事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

及び新た

な 2 事業

名（施設

名）の追

加並びに

1 事業内

容の修正

、23 事業

内容の削

除及び新

たな49事

業内容の

追加



大矢野中学校校舎改修事業 上天

草市

湯島中学校校舎改修事業 上天

草市

松島中学校校舎改修事業 上天

草市

姫戸中学校校舎改修事業 上天

草市

龍ヶ岳中学校校舎改修事業 上天

草市

屋内

運動

場 

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

登立小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

上小学校屋内運動場改修事

業 

上天

草市

中北小学校屋内運動場改修

事業

上天

草市

中南小学校屋内運動場改修

事業

上天

草市

維和小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

大矢野中学校校舎改修事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

姫戸中学校校舎改修事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

屋内

運動

場 

中北小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

上小学校屋内運動場改修事

業 

上天

草市

今津小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

登立小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

維和小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市



阿村小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

今津小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

姫戸小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

龍ヶ岳小学校屋内運動場改

修事業 

上天

草市

大矢野中学校屋内運動場改

修事業

上天

草市

湯島中学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

松島中学校屋内運動場改修

事業

上天

草市

姫戸中学校屋内運動場改修

事業

上天

草市

龍ヶ岳中学校屋内運動場改

修事業 

上天

草市

小中学校屋内運動場空調整

備事業

上天

草市

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

水泳

プー

登立小学校水泳プール改修

事業

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

龍ヶ岳小学校屋内運動場改

修事業 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

湯島中学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

阿村小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

姫戸小学校屋内運動場改修

事業 

上天

草市

水泳

プー

（新設） （新

設）

（新設）



ル （削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

上小学校水泳プール改修事

業 

上天

草市

中北小学校水泳プール改修

事業

上天

草市

中南小学校水泳プール改修

事業

上天

草市

維和小学校水泳プール改修

事業 

上天

草市

阿村小学校水泳プール改修

事業 

上天

草市

今津小学校水泳プール改修

事業 

上天

草市

姫戸小学校水泳プール改修

事業 

上天

草市

龍ヶ岳小学校水泳プール改

修事業

上天

草市

大矢野中学校水泳プール改

修事業 

上天

草市

（略） 

給食

施設

登立小学校給食調理場改修

事業 

上天

草市

維和小学校給食調理場改修 上天

ル 中南小学校水泳プール改修

事業 

上天

草市

龍ヶ岳小学校水泳プール改

修事業 

上天

草市

上小学校水泳プール改修事

業 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

姫戸小学校水泳プール改修

事業 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

大矢野中学校水泳プール改

修事業 

上天

草市

（略） 

給食

施設

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新 （新設）



事業 草市

阿村小学校給食調理場改修

事業 

上天

草市

大矢野中学校給食調理場改

修事業 

上天

草市

上共同調理場改修事業 上天

草市

湯島共同調理場改修事業 上天

草市

今津共同調理場改修事業 上天

草市

姫戸共同調理場改修事業 上天

草市

龍ヶ岳共同調理場改修事業 上天

草市

大矢野給食センター建設事

業 

上天

草市

給食調理場等改修事業 上天

草市

給食施設機器整備事業 上天

草市

（３）集会

施設、体育

施設等 

公民

館 

３地区公民館改修事業 上天

草市

設）

（新設） （新

設）

（新設）

大矢野中学校給食調理場改

修事業 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

今津共同調理場改修事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

大矢野給食センター建設事

業 

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

給食施設機器整備事業 上天

草市

（３）集会

施設、体育

施設等 

（新

設）

（新設） （新

設）

（新設）



  体育

館 

（略） 

大矢野総合体育館改修事業 上天

草市

松島総合センター「アロマ」

改修事業 

上天

草市

龍ヶ岳体育館長寿命化事業 上天

草市

姫戸体育館長寿命化事業 上天

草市

教良木河内山村広場体育館

長寿命化事業 

上天

草市

樋合体育館長寿命化事業 上天

草市

阿村第２体育館長寿命化事

業 

上天

草市

教良木河内山村広場グラウ

ンド改修事業 

上天

草市

姫戸運動広場改修事業 上天

草市

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

樋島体育館解体事業 上天  

  体育

館 

（略） 

大矢野総合体育館改修事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

龍ヶ岳体育館改修事業 上天

草市

教良木河内山村広場体育館

改修事業 

上天

草市

樋合体育館改修事業 上天

草市

樋島体育館解体事業 上天  



草市

大道体育館解体事業 上天

草市

上北体育館解体事業 上天

草市

阿村体育館解体事業 上天

草市

（削る） （削

る）

（削る）

（削

る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削

る）

（削る） （削

る）

（削る）

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削 （削る）

草市

大道体育館解体事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）

体育施設長寿命化事業 上天

草市

図書

館 

新大矢野図書館建設事業 上天

草市

大矢野図書館改修事業 上天

草市

公民

館 

公民館改修事業 上天

草市

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

スポーツ活動事業 上天

草市

上天草市体育協会支援事業 体育

協会

補助金 

天草パールラインマラソン

大会実施事業 

委員

会 

補助金 

全国大会出場支援事業 上天

草市

補助金 

スポーツ等合宿誘致事業 協議

会 

補助金 

体育施設長寿命化計画策定 上天



る）

（削る） （削

る）

（削る）

（削る） （削

る）

（削る）

 義 務

教育

ＩＴ教育推進事業 

（ＩＣＴ教育を充実するた

め、通信ネットワーク環境

の維持又は充実させること

でＩＣＴ機器等を活用した

学力の向上を図る。）

上天

草市

生 涯

学

習 ・

ス ポ

ーツ

上天草市スポーツ協会支援

事業 

（当市における市民スポー

ツの拡充及び競技力の向上

を目的に、審判講習会や市

民を対象としたスポーツ大

会を開催する上天草市スポ

ーツ協会の事業に対し補助

金を交付することで、各競

技団体の活動の充実及び市

民がスポーツを行う機会の

創出につなげる。）

スポ

ーツ

協会

補助金 

天草パールラインマラソン

大会実施事業 

（「遅いあなたが主役で

委員

会 

補助金 

事業 草市

公民館施設長寿命化計画策

定事業 

上天

草市

体育施設長寿命化事業 上天

草市

 義 務

教育

ＩＴ教育推進事業 上天

草市

（ 新

設）

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）



す。」のキャッチフレーズ

に、例年３月開催される天

草パールラインマラソン大

会は上天草市を代表するイ

ベントのひとつである。 

本大会を円滑かつ効果的に

実施するために補助金を交

付し、市内の交流人口増加

及び地域経済の活性化につ

なげる。）

全国大会出場支援事業 

（全国大会に出場する競技

者を奨励することで、費用

負担の軽減、市民のスポー

ツに対する関心を高め、当

市の競技スポーツを推進し

ていく。）

上天

草市

補助金 

スポーツ合宿誘致事業 

（スポーツ施設の有効活用

及び交流人口の増加による

経済効果・地域活性化を目

的に、スポーツ合宿の誘致

を行い、当市への経済波及、

施設利用者の増加を図る。）

協議

会 

補助金 

（新設） （新

設）

（新設）

（新設） （新

設）

（新設）



89 項 18 行 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

図書館について、４施設を有しており、そのうち姫戸図書館は平成２８

年度に新築した姫戸統括支所に併設したところであり、大矢野森記念図書

館については本と歴史の交流館イコットに移設し、令和５年１０月に開館

した。 

公民館については、５の地区公民館を有しており、個別に長寿命化計画

を策定し、維持管理コストの縮減や平準化に取り組む。また、中長期的な

視点をもって施設の適切な管理・運営を行う。 

また、市民のニーズが多様化していることから、施設のあり方について

検討を行うとともに、老朽化が著しい施設については、可能な限り機能低

下を抑制するための対策を講ずる。 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

（略） 

図書館について、４施設を有しており、そのうち姫戸図書館は平成２８

年度に新築した姫戸統括支所に併設したところであり、大矢野森記念図書

館については（仮称）新大矢野図書館に移設し、令和５年度に開館予定で

ある。

公民館については、１３の地区公民館を有しており、個別に長寿命化計

画を策定し、維持管理コストの縮減や平準化に取り組む。また、中長期的

な視点をもって施設の適切な管理・運営を行う。 

また、市民のニーズが多様化していることから、施設のあり方について

検討を行うとともに、老朽化が著しい施設については、可能な限り機能低

下をを抑制するための対策を講ずる。 

図書館に

係る現況

の更新及

び地区公

民館数の

修正並び

に文言の

修正

91 項 5 行 

１０ 集落の整備 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

９ 集

落の整

備 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

まちづくり推進事業 

（集落機能の維持・振興のた

め、自助自立のまちづくりを

推進する地域団体やＮＰＯ

法人等のスタートアップへ

の補助を実施することで、自

助自立のまちづくりの継

続・波及を図る。）

上天

草市

補助金

１０ 集落の整備 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

９ 集

落の整

備 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

まちづくり推進事業 上天

草市

補助金 1 事業内

容の修正



92 項 3 行 

１１ 地域文化の振興等 

【方針】 

郷土の自然や文化・歴史にふれる学びの機会を創出し、ふるさとへの愛

情と誇りを育てる事業を推進する。 

１１ 地域文化の振興等 

【方針】 

郷土の自然や文化にふれる学びの機会を創出し、ふるさとへの愛情と誇

りを育てる事業を推進する。 

文言の修

正

92 項 9 行 

（１）現況と問題点 

（略） 

その中で、市民が質の高い文化にふれられる場として文化協会主催によ

る文化祭が 実施されており、市としては活動に対して補助金

を交付している。 

また、地域の伝統行事や祭の継承を行う伝統文化継承団体の支援を行う

とともに、文化財保護委員を中心に歴史資料等の整理・保存を促進してい

る。

しかしながら、文化協会の会員数の減少や各地域の人口減少に伴う伝統

文化継承団体の担い手不足が深刻化しており、地域の伝統行事や文化祭や

自主文化事業、伝統文化継承団体の支援などの事業について、多くの人材

と時間を要することから、実施が極めて厳しくなってきた。

（１）現況と問題点 

（略） 

その中で、市民が質の高い文化にふれられる場として文化協会主催によ

る文化祭が春と秋に２回実施されており、市としては活動に対して補助金

を交付している。 

また、地域の伝統行事や祭の継承を行う伝統文化継承団体の支援を行う

とともに、文化財保護委員を中心に歴史資料等の整理・保存を促進してい

る。併せて、未着手地域だった姫戸・龍ヶ岳町地域の市史編さんを進めて

いる。

しかしながら、文化協会の会員数の減少や各地域の人口減少に伴う伝統

文化継承団体の担い手不足が深刻化しており、地域の伝統行事の実施が困

難な状況になっている。

文化継承

に係る現

況の更新

92 項 18 行 

（２）その対策 

地域の伝統文化を後世へ継

承していくため、伝統文化継承団体に対し、担い手の確保・育成のための

支援を行う。 

市内に残る文化財については、文化財保護委員をはじめ市民の協力を得

ながら、学芸員や専門調査員による調査を進め、文化財の保存整備及び歴

（２）その対策 

文化協会の会員数の減少や各地域の人口減少に伴う伝統文化継承団体の

担い手不足が深刻化している中、春と秋の文化祭や自主文化事業、伝統文

化継承団体の支援などの事業について、多くの人材と時間を要することか

ら、実施が極めて厳しくなってきた。当市は、地域の伝統文化を後世へ継

承していくため、伝統文化継承団体に対し、担い手の確保・育成のための

支援を行う。 

市内に残る文化財については、文化財保護委員をはじめ市民の協力を得

ながら、学芸員や専門調査員による調査を進め、文化財の保存整備及び

文化継承

施策の更

新



史資料館等による公開、活用に努める。併せて、これまでに刊行した市史

については、継続して周知・販売を行う。また、市史で調査した各種資料

（古文書・古い民具等の歴史資料や郷土・行政資料等）の収集・整理・保

存・公開・活用を促進し、事業を進めていく。 

活用に努める。併せて、市史編さん事業について

は、令和３年３月３１日に発刊した中世編及び近世資料集１～３巻の周

知・販売を行い、令和３年度中に発刊予定の他６編についても順次発刊作

業を進め、発刊後は周知・販売を行う。また、市史で利用した文書・古い

民具等の歴史資料や郷土・行政資料の収集・整理・保存を促進し、事業を

進めていく。 

93 項 5 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１０ 

地域文

化の振

興等 

（１）地域

文化振興施

設等 

その他 上天草市歴史資料館 上天

草市

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

地 域 文

化振興 

文化財保護事業 

（少子高齢化・世代交代によ

る地域の文化財に関する伝

承・知識の消失、地域の伝統

行事の簡素化等による維持困

難、専門調査の不足による価

値づけ不足等の問題に対処す

上天

草市

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１０ 

地域文

化の振

興等 

（１）地域

文化振興施

設等 

 その他 文化財保護事業 上天

草市

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

 地 域 文

化振興 

文化財保護事業 上天

草市

5 事業内

容の修正

及び 1 事

業内容の

削除



るため、聞き取り調査、記録

保存、専門調査、保存整備を

実施し、適切な保存、文化財

を通じた市の歴史・文化の周

知を行い継続的な文化財の保

存・活用を図る。）

市史編さん事業 

（市史刊行前後から、市の歴

史を知る方が少子高齢化・世

代交代により減少し、市民が

過去の歴史に触れる頻度が減

少していることから、講座等

の実施により、市の歴史の周

知・関心を高め地域文化・歴

史の継承と振興を図る。）

上天

草市

文化振興事業 

（文化協会の会員数の減少や

各地域の人口減少に伴う伝統

文化継承団体の担い手不足に

対処するため、文化協会や伝

統文化継承団体に補助金を交

付することで、後世へ地域の

伝統文化の継承を図る。）

上天

草市

（削る） （削

る）

（ 削

る）

基 金 積 伝統文化継承基金 上天  

市史編さん事業 上天

草市

文化振興事業 上天

草市

文化財保護事業 上天

草市

基 金 積 伝統文化継承基金 上天  



立 （文化協会の会員数の減少や

各地域の人口減少に伴う伝統

文化継承団体の担い手不足に

対処するため、伝統文化継承

基金を活用することで、後世

へ地域の伝統文化の継承を図

る。） 

草市 立 草市

95 項 27 行 

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（２）その対策 

当市では、地球温暖化防止への貢献の一つとして、住宅用の太陽光発電

システムの導入に係る助成を行い、市民の再生可能エネルギーの活用を促

進している。今後も、家庭における省エネルギー設備等の導入の需要は高

まっていくものと考えられるため、これらの設備の導入に対し、継続して

支援を行っていく。 

また、脱炭素及び地域経済循環を両輪で進めるために、地域エネルギー

会社の設立を行う予定であり、この地域エネルギー会社が中心となり、公

共施設、事業者、住民等に対して、積極的に再エネ導入ができる体制を整

える。

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（２）その対策 

当市では、地球温暖化防止への貢献の一つとして、住宅用の太陽光発電

システムの導入に係る助成を行い、市民の再生可能エネルギーの活用を促

進している。今後も、家庭における省エネルギー設備等の導入の需要は高

まっていくものと考えられるため、これらの設備の導入に対し、継続して

支援を行っていく。 

再生可能

エネルギ

ー施策の

更新



96 項 5 行 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１１ 

再生可

能エネ

ルギー

の利用

の促進 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

再 生 可

能 エ ネ

ル ギ ー

利用 

住宅用省エネルギー設備設

置費補助金 

（家庭におけるエネルギー

の安定的な供給並びにエネ

ルギーの利用の効率化及び

最適化を図り、地球温暖化

の防止に対応するため、自

ら居住する住宅に省エネル

ギー設備を設置する者に対

し、設置費補助金の交付を

実施する。これにより、住

民の環境意識や災害時の電

力供給体制の強化による地

域エネルギー自立率の向上

など、地域の脱炭素化を加

速化させるとともに、ゼロ

カーボンシティ構想の実現

に向けた布石としての役割

上天

草市

補助金 

（３）計画 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１１ 

再生可

能エネ

ルギー

の利用

の促進 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

再 生 可

能 エ ネ

ル ギ ー

利用 

住宅用省エネルギー設備設

置費補助金 

上天

草市

補助金 

1 事業内

容の修正

及び新た

な 1 事業

内容の追

加



を果たす。）

地方創生事業 

（脱炭素及び地域経済循環

を両輪で進めるために、地

域エネルギー会社の設立等

により、市内の再生可能エ

ネルギー導入に積極的に取

り組む）

上天

草市

（新設） （新

設）

（新設）

97 項 1 行 事業計画（令和８年度～令和１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１ 移

住・定

住・地 

域間交

流の促

進、人 

材育成 

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

移住定住促進事業 上天

草市

（略） 

上天草高校支援事業 上天

草市

青少年人材育成海外

派遣事業 

上天

草市

２ 産

業の振

興 

（１０）過

疎地域持続

的発展特別

事業 

水産物供給基盤機能

保全施設定期点検（見

直し）事業 

上天

草市

（略） 

（削る） （削

る）

（削る） （削

事業計画（令和３年度～令和７年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的

発展施

策区分

事業名 

（施設名）
事業内容 

事業

主体
備考 

１ 移

住・定

住・地 

域間交

流の促

進、人 

材育成 

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

移住定住促進事業 上天

草市

（略） 

（新設） （新

設）

（新設） （新

設）

２ 産

業の振

興 

（１０）過

疎地域持続

的発展特別

事業 

水産物供給基盤機能

保全施設定期点検（見

直し）事業 

上天

草市

（略） 

漁港海岸施設定期点

検（見直し）事業 

上天

草市

上天草港海岸施設定 上天

計画期間

の更新並

びに 1 持

続的発展

施策区分

の削除、3

事業名（

施設名）

の削除並

びに 9 事

業内容の

修正、17

事業内容

の削除及

び新たな

13 事業内

容の追加



る）

（削る） （削

る）

（削る） （削

る）

営農促進対策事業 受益

者 

（略） 

森林山村多面的機能

発揮対策事業 

上天

草市

（削る） （削

る）

（削る） （削

る）

６次産業化推進事業 上天

草市

（略） 

総合観光プロモーシ

ョン事業 

上天

草市

観光事務総務事業 上天

草市

観光施設維持管理事

業 

上天

草市

期点検及び長寿命化

計画更新業務委託 

草市

上天草港港湾施設定

期点検及び維持管理

計画更新業務委託 

上天

草市

農道橋保全計画策定

事業 

上天

草市

営農促進対策事業 受益

者 

（略） 

森林山村多面的機能

発揮対策事業 

上天

草市

商工振興対策事業 上天

草市

農林水産物販路拡大

事業 

上天

草市

６次産業化推進事業 上天

草市

（略） 

総合観光プロモーシ

ョン事業 

上天

草市

おもてなし推進事業 上天

草市

観光施設維持管理事

業 

上天

草市



（削る） （削

る）

天草四郎ミュージア

ム管理事務事業 

上天

草市

（略） 

海運振興対策事業 上天

草市

上天草港港湾施設定

期点検及び維持管理

計画更新事業 

上天

草市

上天草港海岸施設定

期点検及び長寿命化

計画更新事業 

上天

草市

漁港海岸施設定期点

検及び長寿命化計画

更新事業 

上天

草市

中小企業、商工業設備

投資資金利子補給事

業 

上天

草市

３ 地

域にお

ける情

報化 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

電子申請可能業務の

拡大 

上天

草市

（略） 

テレビ共同受信施設

改修整備事業 

上天

草市

デジタル技術を活用

した業務の拡大 

上天

草市

前島観光拠点施設維

持管理事業 

上天

草市

天草四郎ミュージア

ム管理事務事業 

上天

草市

（略） 

海運振興対策事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設） （新

設）

（新設） （新

設）

中小企業、商工業設備

投資資金利子補給事

業 

上天

草市

３ 地

域にお

ける情

報化 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

電子申請可能業務の

拡大 

上天

草市

（略） 

（新設） （新

設）

ＡＩ・ＲＰＡを活用し

た業務の拡大 

上天

草市



市民向けメディアリ

テラシー講習会 

上天

草市

４ 交

通施設

の整備、

交通手

段の確

保 

（９）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

（略） （略） 

乗合タクシー運行事

業 

民間

自家用有償旅客運送

事業 

上天

草市

又は

民間

（削る） （削

る）

橋りょう点検事業 上天

草市

道路防災点検事業 上天

草市

道路トンネル点検事

業 

上天

草市

上天草市橋梁長寿命

化修繕計画策定事業 

上天

草市

（削る） （削る） （削る） （削

る）

（削る）

６ 子

育て環

（８）過疎

地域持続的

家庭児童相談員事業 上天

草市

（略） 

市民向けメディアリ

テラシー講習会 

上天

草市

４ 交

通施設

の整備、

交通手

段の確

保 

（９）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

（略） （略） 

乗合タクシー運行事

業 

民間

（新設） （新

設）

農道橋保全対策計画

策定事業 

上天

草市

橋りょう点検事業 上天

草市

道路防災点検事業 上天

草市

道路トンネル点検事

業 

上天

草市

（新設） （新

設）

５ 生

活環境

の整備 

（７）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

防災管理事務事業 上天

草市

市民の安全

・安心な暮ら

しの充実が

図られる。 

６ 子

育て環

（８）過疎

地域持続的

家庭児童相談員事業 上天

草市

（略） 



境の確

保、高 

齢者等

の保健

及び福

祉の向

上及び

増進 

発展特別事

業 

女性相談支援員事業 上天

草市

延長保育事業 上天

草市

（略） 

地域子育て支援拠点

事業 

上天

草市

地域療育通園事業 上天

草市

子育て短期支援事業 上天

草市

（略） 

保育体制強化事業 上天

草市

子育て世帯就学・進学

応援給付金事業 

上天

草市

妊婦のための支援給

付金事業 

上天

草市

私立保育所等整備事

業 

上天

草市

（削る） （削

る）

敬老行事事業 上天

草市

境の確

保、高 

齢者等

の保健

及び福

祉の向

上及び

増進 

発展特別事

業 

婦人相談員事業 上天

草市

延長保育事業 上天

草市

（略） 

地域子育て支援拠点

事業 

上天

草市

こども未来館運営管

理事業

上天

草市

子育て短期支援事業 上天

草市

（略） 

保育体制強化事業 上天

草市

（新設） （新

設）

（新設） （新

設）

（新設） （新

設）

新型コロナウイルス

感染拡大防止事業（児

童施設費措置費） 

上天

草市

敬老行事事業 上天

草市



在宅高齢者安心生活

支援事業 

上天

草市

住宅改造助成事業（老

人）

上天

草市

老人クラブ活動等事

業 

上天

草市

（略） 

自立支援医療（更生医

療・育成医療）給付事

業 

上天

草市

（略） 

障害者地域生活支援

事業 

上天

草市

（削る） （削

る）

避難行動要支援者避

難支援事業 

上天

草市

（略） 

スパ・タラソ天草管理

事業 

上天

草市

妊婦等包括相談等相

談支援事業 

上天

草市

健康ポイント事業 上天

在宅高齢者安心生活

支援事業 

上天

草市

住宅改造助成事業 上天

草市

老人クラブ活動等事

業 

上天

草市

（略） 

自立支援医療（更生医

療・育成医療）給付事

業 

上天

草市

上天

草市

（略） 

障害者地域生活支援

事業 

上天

草市

自殺対策事業 上天

草市

避難行動要支援者避

難支援事業 

上天

草市

（略） 

スパ・タラソ天草管理

事業 

上天

草市

伴走型相談支援及び

出産・子育て応援給付

金の一体的実施事業

上天

草市

健康ポイント事業 上天



草市

新型インフルエンザ

等事業 

上天

草市

８ 教

育の振

興 

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

ＩＴ教育推進事業 上天

草市

（略） 

（削る） （削

る）

上天草市スポーツ協

会支援事業 

スポ

ーツ

協会

天草パールラインマ

ラソン大会実施事業

委員

会 

全国大会出場支援事

業

上天

草市

スポーツ合宿誘致事

業 

協議

会

（削る） （削

る）

（削る） （削

る）

（削る） （削

る）

（

削

る）

（削る） （削

る）

草市

新型インフルエンザ

等事業 

上天

草市

８ 教

育の振

興 

（４）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

（新設） （新

設）

（略） 

スポーツ活動事業 上天

草市

上天草市体育協会支

援事業 

体育

協会

天草パールラインマ

ラソン大会実施事業

委員

会 

全国大会出場支援事

業

上天

草市

スポーツ等合宿誘致

事業

協議

会

体育施設長寿命化計

画策定事業 

体育

施設

長 

公民館施設長寿命化

計画策定事業 

上天

草市

体育施設長寿命化事

業 

上天

草市

義

務

教

IT 教育推進事業 上天

草市



（略）

１０ 

地域文

化の振

興等 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

（略） （略） 

文化振興事業 上天

草市

（削る） （削

る）

（

削

る

）

伝統文化継承基金 上天

草市

１１ 

再生可

能エネ

ルギー

の利用

の促進 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

住宅用省エネルギー

設備設置費補助金 

上天

草市

（略） 

地方創生事業 上天

草市

育 

（略）

１０ 

地域文

化の振

興等 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

（略） （略） 

文化振興事業 上天

草市

文化財保護事業 上天

草市

基

金

積

立

伝統文化継承基金 上天

草市

１１ 

再生可

能エネ

ルギー

の利用

の促進 

（２）過疎

地域持続的

発展特別事

業 

住宅用省エネルギー

設備設置費補助金 

上天

草市

（略） 

（新設） （新

設）


